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藤
　
　
原
　
　
有
　
　
和

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
に
流
行
し
た
も
の
に
心し

ん

中じ
ゅ
う（

情
死
）
が
あ
る
。
心
中
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
、
三
田
村
鳶
魚
は
こ
う
説
明
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
心
中
と
い
う
言
葉
は
、
腹
と
い
う
語
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
自
己
の
本
心
を
披
瀝
す
る
意
味
に
使
用
さ
れ
、
起き

請し
ょ
うを

書
く
と
か
、
爪
を
放
す
と
か
、
指
を
切
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
心
中
立
て
と
い
っ
た
。
要
す
る
に
真
情
を
証
拠
立
て
る
こ
と
だ
。

死
ぬ
ほ
ど
嘘
の
な
い
こ
と
は
な
い
か
ら
、
情
死
が
何
よ
り
も
一
番
の
心
中
立
て
に
相
違
も
あ
る
ま
い（

（
（

」
と
の
べ
て
い
る
。

　

心
中
は
元
禄
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
元
禄
以
後
に
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
五
月
、
大
坂
竹
本
座
で

近
松
門
左
衛
門
作
『
曾
根
崎
心
中
』
が
初
演
さ
れ
て
い
る
。
心
中
物
は
、
当
時
大
坂
や
京
都
で
実
際
に
起
き
た
商
家
の
手
代
や
農
家
の

息
子
と
茶
屋
の
女
性
な
ど
と
の
事
件
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
上
演
は
、
庶
民
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

鳶
魚
は
、「
恋
愛
主
義
の
謳
歌
」
が
閉
塞
し
て
い
た
庶
民
の
心
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
当
時

に
歓
呼
さ
れ
た
近
松
の
作
意
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
そ
れ
は
恋
愛
主
義
の
謳
歌
で
あ
ろ
う
。
操
り
も
歌
舞
伎
も
、
興
業
物
で
あ
っ
て
、



二

見
物
を
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
見
物
は
す
べ
て
の
人
と
い
う
よ
り
も
、
知
識
階
級
と
や
ら
で
な
い
方
に
多
か
っ
た
ろ

う
。（
中
略
）
浄
瑠
璃
の
あ
る
文
句
が
、
丁で

っ

稚ち

や
小
若
い
衆
に
唄
わ
れ
、
道
行
の
抜
本
が
、
町
家
の
若
い
者
に
懐
中
さ
れ
た
の
で
も
知
れ

て
い
る（

（
（

」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

心
中
は
ま
ず
大
坂
、
京
都
で
流
行
し
、
つ
い
で
江
戸
に
も
伝
播
す
る
が
、
最
も
盛
ん
に
流
行
し
た
の
は
宝
永
・
正
徳
の
間
で
あ
る
、

と
い
わ
れ
て
い
る（

（
（

。
流
行
病
扱
い
さ
れ
た
心
中
も
、
享
保
に
な
る
と
大
坂
で
は
鎮
静
期
に
入
る
。
大
坂
で
は
天
和
か
ら
享
保
の
初
め
ま

で
三
十
余
年
の
間
流
行
性
を
維
持
し
た
が
、
江
戸
で
は
流
行
性
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
の
は
十
年
内
外
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

享
保
年
間
、
八
代
将
軍
吉
宗
は
心
中
法
度
（
心
中
処
罰
規
定
）
を
制
定
し
て
い
る
。
心
中
は
な
ぜ
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
ど
の
よ
う
に
処
罰
さ
れ
た
の
か
、
裁
判
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

な
お
、
後
述
の
裁
判
例
1
、
2
、
3
は
、『
祠
部
職
掌
類
聚（

（
（

』（
丹
波
篠
山
市
立
青
山
歴
史
村
所
蔵
）
に
、
裁
判
例
4
は
『
大
坂
都
督

所
務
類
纂
』（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
史
料
の
調
査
に
際
し
て
、
ご
担
当
者
か
ら
ご
高
配
い
た
だ
い

た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
い
ず
れ
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
版（

（
（

が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

一
　
吉
宗
の
心
中
法
度

　

八
代
将
軍
吉
宗
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
当
初
、
心
中
の
狂
言
・
絵
草
紙
を
禁
止
し（

（
（

、
つ
い
で
心
中
法
度
を
制
定
し
て
い
る（

（
（

。

御
定
書
で
は
心
中
と
い
う
の
を
避
け
て
「
相あ

い

対た
い

死じ
に

」
と
か
「
申
合
相
果
候
者
」
と
書
い
て
い
る
。
相
対
死
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、『
明

君
享
保
録
』
の
「
吉
宗
公
、
松
平
左
近
将
監
乗
邑
大
岡
越
前
守
忠
相
へ
、
政
事
御
閑
談
の
事
」
の
条
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て

い
る（

（
（

。
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明
君
又
大
岡
越
前
守
忠
相
に
命
ぜ
ら
れ
て
、「
享
保
御
代
始
而
の
御
仕
置
に
、
御
先
代
迄
は
男
女
色
欲
に
て
命
を
落
す
も
の
を
、
上

方
や
江
戸
在
々
共
に
心
中
と
申
し
な
ら
わ
す
事
以
之
外
不
届
の
詞
な
り
。
心
中
と
書
て
は
忠ち

ゅ
うと

よ
ま
せ
て
、
論
語
に
て
忠ま

め

也
。
有

た
け
を
尽
く
す
と
よ
ま
せ
て
、
ま
め
と
訓
す
る
字
な
り
。
何
ぞ
愚ぐ

痴ち

蒙も
う

昧ま
い

に
て
此
世
に
て
は
添
わ
れ
ず
と
、
末
世
未
来
を
た
の
み

の
不
義
い
た
づ
ら
も
の
ゝ
死
を
心
中
と
い
は
ん
。
勿
躰
な
き
事
也
。
以
来
相
対
死
と
申
唱
ふ
べ
し
、
是
人
間
の
智
恵
に
て
、
男
女

相
互
ひ
に
死
す
る
事
は
有
べ
か
ら
ず
。
み
な
〳
〵
禽
獣
の
こ
ゝ
ろ
に
な
り
て
の
い
た
す
事
也
。
心
中
に
あ
ら
ず
禽
獣
な
り
。
人
に

あ
ら
ざ
る
所
行
な
れ
ば
人
非
人
と
い
ふ
べ
し
、
以
来
畜
生
同
前
の
も
の
な
れ
ば
、
死
に
そ
こ
な
い
存
生
せ
し
や
つ
ら
は
人
非
人
の

心
に
て
、
非
人
の
手
に
渡
し
候
や
う
に
」
と
の
上
意
に
て
、
非
人
へ
下
さ
る
ゝ
事
と
成
け
り
。
死
に
き
り
候
も
の
は
野
外
へ
捨
て

申
し
候
。
尤
下
帯
を
取
て
丸
裸
に
し
て
捨
る
。
こ
れ
畜
生
の
仕
置
也
と
、
此
節
御
定
被
レ
遊
け
る
こ
そ
い
み
じ
き
御
事
な
り
。

　

こ
こ
で
、
心
中
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、
相
対
死
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
相
対
死
と

い
う
言
葉
は
吉
宗
の
創
意
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

ま
ず
、『
棠
蔭
秘
鑑　

亨
』（
御
定
書
下
巻
）
よ
り
相
対
死
に
関
す
る
条
を
引
用
す
る（

（1
（

。

　
　
　
　

五
十　

男
女
申
合
相
果
候
者
之
事

　
　

享
保
七
年
極

　
　

一
不
義
に
て
相
対
死
い
た
し
候
も
の　
　
　
　
　

死
骸
取
捨
、
為
弔
申
間
敷
候
、

　
　
　
　

但
、
一
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
下
手
人
、

　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
日
晒

　
　

一
双
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、　　
　
　
　
　
　
　
　

 

非
人
手
下

　
　

同

　
　

一
主
人
と
下
女
相
対
死
い
た
し
損
、
主
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
非
人
手
下



四

　

つ
ぎ
に
、
心
中
法
度
（
相
対
死
処
罰
規
定
）
の
法
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

第
一
条
、
男
女
が
私
通
し
て
相
談
の
う
え
命
を
落
せ
ば
、
死
骸
は
取
捨
て
、
葬
送
は
認
め
ら
れ
な
い
。
但
し
、
一
方
が
生
き
残
っ
た

場
合
、
下
手
人
（
死
刑
）
に
処
せ
ら
れ
る
。
女
を
先
に
殺
し
て
、
そ
の
死
を
見
届
け
て
男
が
死
ぬ
と
い
う
の
が
情
死
の
型
式
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
男
が
生
き
残
っ
た
場
合
、
男
は
殺
人
罪
と
な
る
の
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
（
後
述
の
裁
判
例
1
）。
女
が
生
き
残
っ
た
場

合
、
三
日
晒
の
う
え
非
人
手
下
と
さ
れ
た
（『
寛
政
刑
典
』）。
女
の
刑
罰
の
ほ
う
が
軽
い
。
文
化
年
間
、
大
坂
表
で
は
茶
立
奉
公
人
の
女

性
が
急
度
叱
り
と
さ
れ
て
い
る
（
後
述
の
裁
判
例
4
）。

　

な
お
、
つ
ぎ
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
死
骸
は
取
捨
て
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
七
月
二
日
、
河
内
国
石
川
郡
北
大
伴
村
綿
屋
理
兵
衛
方
に
て
、
下
男
下
女
が
奉
公
人
部
屋
で
心
中
す
る

事
件
が
起
き
た
。
七
月
四
日
に
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
検
使
が
派
遣
さ
れ
、
吟
味
の
う
え
北
大
伴
村
墓
に
て
引
捨
て
晒
さ
れ
て
い
る
。
両

人
は
裸
に
し
て
晒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。
死
骸
を
丸
裸
に
す
る
こ
と
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
処
置
で
あ
る
。
奉
行
所
は
吉
宗
の
上
意

を
い
っ
そ
う
忠
実
に
実
践
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
条
、
双
方
が
生
き
残
っ
た
場
合
、
三
日
晒
の
う
え
非
人
手
下
に
処
せ
ら
れ
る
。
心
中
に
失
敗
し
た
場
合
、
非
人
身
分
に
お
と
す

と
い
う
刑
罰
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
先
ほ
ど
ふ
れ
た
よ
う
に
、
心
中
と
は
、
皆
々
禽
獣
の
心
に
な
っ
て
す

る
こ
と
で
あ
り
、
心
中
で
は
な
く
禽
獣
で
あ
る
。
人
に
あ
ら
ざ
る
所
行
な
の
で
人
非
人
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
畜
生
同
然
の
者
で
あ
る

か
ら
、
死
に
損
な
っ
て
生
き
残
っ
た
や
つ
ら
は
非
人
へ
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
畜
生
同
様
の
者
に
は
「
畜
生
の
仕
置
」
を
す
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
生
き
残
っ
た
二
人
は
、
恋
愛
感
情
か
ら
密
通
に
及
び
心
中
未
遂
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
相
対
死
御
仕

置
は
密
通
御
仕
置
と
も
関
わ
る
。
ほ
か
に
密
通
が
非
人
手
下
に
処
せ
ら
れ
る
例
と
し
て
、
身
分
違
い
の
密
通
の
場
合
が
あ
る
。
平
人
は

相
手
が
被
差
別
身
分
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
密
通
に
及
ん
だ
場
合
、
男
女
を
問
わ
ず
非
人
手
下
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。
自
由
な
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恋
愛
に
も
と
づ
く
密
通
、
ま
し
て
や
心
中
は
、
当
時
の
支
配
的
倫
理
観
念
や
身
分
秩
序
を
否
定
す
る
実
践
を
意
味
す
る
の
で
、
権
力
側

と
し
て
は
到
底
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
三
日
晒
は
当
人
に
は
辱
め
を
与
え
、
見
物
人
に
は
見
せ
し
め
で
あ

り
、
威
嚇
の
効
果
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
条
、
主
人
と
下
女
が
心
中
を
仕
損
じ
て
、
主
人
が
生
き
残
っ
た
場
合
、
主
人
は
非
人
手
下
に
処
せ
ら
れ
る
。
当
事
者
間
に
主
従

関
係
が
な
い
場
合
（
第
一
条
）、
生
き
残
っ
た
も
の
は
下
手
人
と
さ
れ
た
が
、
主
従
関
係
が
あ
る
場
合
（
第
三
条
）
は
、
生
き
残
っ
た
主

人
は
非
人
手
下
と
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
平
人
と
被
差
別
民
が
密
通
に
及
ん
だ
場
合
と
同
様
、
非
人
へ
下
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
「
畜
生
の
仕
置
」
と
い
う
考
え
方
が
現
わ
れ
て
い
る
。

二
　
心
中
の
裁
判
例

　

本
稿
で
は
、
明
和
期
（
一
七
六
四
―
七
一
）
以
降
の
幕
府
裁
判
に
あ
ら
わ
れ
た
心
中
、
す
な
わ
ち
評
定
所
一
座
で
評
議
さ
れ
た
事
案

三
例
と
大
坂
町
奉
行
所
で
審
理
さ
れ
た
事
案
一
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

1
　
河
内
国
の
百
姓
新
兵
衛
忰
新
七
と
飯
盛
女
い
さ
の
心
中
事
件
（
裁
判
例
1
）

　

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
四
月
十
八
日
、
河
内
国
茨ま

ん

田だ

郡
中
振
村
の
百
姓
新
兵
衛
忰
新
七
は
、
同
郡
泥
町
村
の
丸
屋
伊
兵
衛
下
女
い

さ
と
心
中
を
申
合
せ
て
、
い
さ
を
刺
し
殺
す
が
、
本
人
は
自
害
を
仕
損
じ
存
命
で
あ
っ
た
。

　

京
街
道
沿
い
の
枚
方
宿
に
は
、
岡
新
町
・
岡
・
三
矢
・
泥
町
の
四
カ
村
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
泥
町
村
は
宿
内
一
番
の
繁
華
街
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る（

（1
（

。
明
和
期
（
一
七
六
四
―
七
一
）
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
明
期
（
一
七
八
一
―
八
八
）
に
は
旅
籠
屋
三
二



六

戸
、
飯
盛
女
四
七
人
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
な
る
と
、
旅
籠
屋
四
二
戸
、
飯
盛
女
一
二
七
人
に
増
加
し
て
い
る（

（1
（

。

い
さ
は
、
旅
籠
屋
の
飯
盛
女
と
考
え
ら
れ
る
。
近
隣
の
交
野
郡
津
田
村
に
住
む
三
宅
郡
貞
は
「
見
聞
録
」
の
な
か
で
、
こ
の
事
件
に
つ

い
て
こ
う
記
し
て
い
る（

（1
（

。

（
四
月
）
十
八
日　

牧
方
丸
屋
伊
八
女
郎
中
振
村
新
七
と
心
中
致
候
所
、
新
七
ハ
死
そ
ん
じ
、
殊
之
外
六
ケ
敷
相
成
、
新
七
ハ
公
儀

御
召
入
牢
也
、
女
郎
埋
ム
、
今
日
ゟ
日
輝（

照
（

　

こ
こ
で
は
、
い
さ
に
つ
い
て
「
女
郎
」
と
記
し
て
い
る
。「
新
七
ハ
死
そ
ん
じ
、
殊
之
外
六
ケ
敷
相
成
」、
公
儀
に
召
さ
れ
て
牢
に
入

れ
ら
れ
、
い
さ
死
骸
は
埋
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

本
件
に
つ
い
て
、
大
坂
城
代
松
平
和
泉
守
か
ら
江
戸
の
老
中
宛
に
、
六
月
二
十
三
日
付
書
状
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
七
月
五
日
、
老

中
松
平
周
防
守
は
、
評
定
所
一
座
に
そ
の
書
面
の
内
容
に
つ
い
て
評
議
す
る
よ
う
命
じ
た
。
大
坂
城
代
が
大
坂
東
町
奉
行
鵜
殿
出
雲
守

か
ら
報
告
を
う
け
た
本
件
の
概
要
は
こ
う
で
あ
る
。

　

代
官
多
羅
尾
四
郎
右
衛
門
が
支
配
す
る
河
内
国
茨
田
郡
中
振
村
の
百
姓
新
兵
衛
同
家
忰
新
七
は
、
同
郡
伊
加
賀
村
字
丞
ケ
谷
で
、
同

代
官
が
支
配
す
る
同
郡
泥
町
村
丸
屋
伊
兵
衛
下
女
い
さ
を
刺
殺
し
、
新
七
は
自
害
し
よ
う
と
し
た
が
存
命
で
あ
る
、
と
当
四
月
訴
え
出

て
き
た
。
町
奉
行
両
組
同
心
ど
も
を
差
遣
わ
し
て
改
め
さ
せ
、
新
七
は
居
村
へ
預
け
疵
の
養
生
を
申
付
け
、
い
さ
の
死
骸
は
仮
片
付
け

置
い
て
い
る
。
新
七
の
疵
が
平
癒
し
た
の
で
、
吟
味
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
、
相
対
死
を
仕
損
じ
た
こ
と
に
相
違
は
な
い
の
で
、
下
手
人
を

申
付
け
、
い
さ
死
骸
は
一
所
に
引
捨
て
る
よ
う
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
伺
う
べ
き
と
こ
ろ
、
い
さ
両
親
が
新
七
の
助
命
を
願
い
出
て
い

る
。
ほ
か
に
子
細
も
聞
か
な
い
の
で
、
下
手
人
の
沙
汰
に
及
ば
ず
、
新
七
に
中
追
放
を
命
じ
、
い
さ
死
骸
は
墓
所
へ
引
捨
て
る
よ
う
命

じ
る
べ
き
か
、
と
町
奉
行
が
聞
い
て
き
た
。

　

去
る
申
十
一
月
、
堺
奉
行
懸
り
に
同
様
の
事
案
が
あ
っ
た
際
、
先
例
も
あ
っ
た
の
で
、
伺
の
通
り
達
し
て
い
る
。
右
例
を
も
っ
て
こ



七

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

の
度
出
雲
守
伺
の
通
り
御
仕
置
を
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
相
対
死
を
仕
損
じ
て
双
方
存
命
で
あ
れ
ば
、
非
人
手
下
と
な
る
御
定
に
準

じ
て
願
い
の
通
り
助
命
を
命
じ
る
に
し
て
も
、
非
人
手
下
に
命
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
大
坂
表
に
て
は
、
右
の
通
り
中
追
放
を
命
じ

る
仕
来
り
で
あ
る
が
、
御
当
地
（
江
戸
）
御
仕
置
と
万
一
相
違
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
に
命
じ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
先
達
て
堺
奉
行
伺
の
節
は
、
一
向
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
で
、
先
例
に
任
せ
て
差
図
致
し

ま
し
た
。
つ
ぎ
に
、
評
定
所
一
座
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
件
を
評
議
し
た
と
こ
ろ
、
相
対
死
を
仕
損
じ
て
一
人
が
存
命
の
節
、
相
果
て
た
者
の
親
類
が
助
命
を
願
っ
た
場
合
、
下
手
人
に

及
ば
ず
、
中
追
放
を
命
じ
る
の
は
大
坂
表
の
仕
来
り
の
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
相
対
死
を
仕
損
じ
一
人
存
命
の
者
を
助
命
す
る
こ
と
は
、

御
定
書
に
な
い
の
で
、
新
七
は
御
定
の
通
り
下
手
人
、
い
さ
死
骸
は
取
捨
て
弔
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
存
じ
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
大
坂
表
仕
来
り
の
由
で
あ
っ
て
も
、
御
定
書
に
も
な
い
こ
と
な
の
で
、
右
の
通
り
仰
せ
渡
さ
れ
る
べ
き
か
と
存
じ
ま
す
。

　

右
評
議
い
た
し
ま
し
た
趣
旨
は
、
書
面
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
渡
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
和
泉
守
書
面
一
通
を
返
上
い
た
し
ま
す
。

　

酉
七
月

　

七
月
十
二
日
、
寺
社
奉
行
か
ら
老
中
松
平
周
防
守
へ
「
松
平
和
泉
守
書
面
之
趣
評
議
仕
申
上
候
書
付
」
に
和
泉
守
書
面
一
通
を
添
え

て
返
上
し
て
い
る
。
七
月
二
十
四
日
老
中
か
ら
御
仕
置
の
儀
に
つ
い
て
、
評
定
所
一
座
へ
評
議
の
通
り
相
済
ま
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
と
き
、
老
中
は
大
坂
城
代
に
差
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
に
ふ
れ
た
「
見
聞
録
」
に
本
件
の
結
末
が
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

（
八
月
）
六
日　

牧
方
伊
八
女
郎
・
中
振
村
新
七
、
今
日
墓
ニ
而
新
七
打
首
、
先
達
而
埋
置
た
る
女
掘
出
し
二
人
と
も
さ
ら
し
有
、

大
坂
ゟ
与
力
・
同
心
二
頭
、
其
外
上
下
廿
人
計
御
出
、
牧
方
殊
之
外
物
入
也
、
群
衆
ス

　

八
月
六
日
、
墓
所
に
て
新
七
は
打
首
、
仮
埋
め
置
か
れ
て
い
た
女
は
掘
り
出
さ
れ
て
、
二
人
と
も
晒
さ
れ
た
。
大
坂
町
奉
行
所
か
ら



八

与
力
同
心
を
は
じ
め
二
十
人
ば
か
り
が
動
員
さ
れ
た
の
で
、
村
方
で
は
処
刑
の
出
費
が
こ
と
の
ほ
か
嵩
ん
だ
。
処
刑
の
場
に
は
、
近
隣

か
ら
多
数
の
見
物
人
が
押
し
か
け
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

御
定
書
の
心
中
に
関
す
る
規
定
、「
男
女
相
果
候
も
の
」
の
箇
条
に
は
、「
不
義
に
て
相
対
死
い
た
し
候
も
の
、
死
骸
取
捨
て
、
弔
わ

せ
申
す
ま
じ
く
候
。
但
し
、
一
方
存
命
に
候
は
ば
、
下
手
人
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
松
平
和
泉
守
書
状
に
よ
れ
ば
、
新
七
は
大
坂
表

の
仕
来
り
で
は
中
追
放
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
大
坂
表
で
は
相
手
方
両
親
、
親
類
な
ら
び
に
村
役
人
か
ら
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
た
助

命
願
が
受
理
さ
れ
る
と
、
減
刑
さ
れ
て
中
追
放
と
な
る
先
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
評
定
所
は
御
定
書
に
準
じ
て
下
手
人
と

す
る
よ
う
老
中
に
答
え
て
い
る
。
老
中
は
評
定
所
評
議
の
通
り
大
坂
城
代
に
差
図
し
て
い
る
。
評
定
所
は
、
御
定
書
に
照
ら
し
て
量
刑

の
統
一
を
図
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
幕
府
の
裁
判
は
、
御
定
書
遵
守
と
先
例
尊
重
主
義
が
基
本
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
後
述
す
る

よ
う
に
準
則
（
量
刑
）
の
全
国
的
統
一
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2
　
主
人
孫
娘
そ
ね
と
下
男
斧
右
衛
門
の
心
中
事
件
（
裁
判
例
2
）

　

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
五
月
二
十
四
日
、
老
中
松
平
右
京
大
夫
か
ら
評
定
所
一
座（

（1
（

へ
つ
ぎ
の
よ
う
な
吟
味
伺
が
渡
さ
れ
て
い
る
。

五
月
十
二
日
付
で
勘
定
奉
行
安
藤
弾
正
少
弼
か
ら
提
出
さ
れ
た
吟
味
伺
書
「
甲
州
大
曾
根
村
恵
助
娘
そ
ね
儀
相
対
死
仕
損
候
一
件
吟
味

仕
候
趣
申
上
候
書
付
」
を
紹
介
し
よ
う（

（1
（

。

　

代
官
会
田
伊
右
衛
門
の
元
支
配
地
で
、
当
時
は
代
官
大
岡
十
三
郎
が
支
配
し
て
い
た
甲
斐
国
都
留
郡
大
曾
根
村
で
は
、
百
姓
恵
助
の

娘
そ
ね
が
、
去
々
申
年
十
一
月
二
十
八
日
、
同
村
内
字
ほ
そ
入
と
い
う
所
で
首
を
く
く
っ
て
心
中
を
図
り
ま
し
た
。
そ
ね
祖
父
次
郎
左

衛
門
の
下
男
斧
右
衛
門
も
同
所
で
首
を
く
く
り
相
果
て
ま
し
た
が
、
そ
ね
は
存
命
で
あ
る
と
、
伊
右
衛
門
代
官
所
の
節
、
訴
え
出
て
来

ま
し
た
の
で
、
同
人
方
で
吟
味
し
ま
し
た
が
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
関
係
者
を
呼
び
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
ね
は
首
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江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

を
く
く
っ
た
際
用
い
た
帯
が
切
れ
て
二
度
谷
間
に
落
ち
、
身
体
全
体
に
痛
み
が
生
じ
て
生
死
計
り
が
た
く
、
本
人
を
差
出
す
の
は
困
難

と
の
こ
と
で
し
た
。
快
気
次
第
差
出
す
よ
う
申
渡
し
て
置
い
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
こ
の
節
差
出
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
な
っ
た
由
、

当
時
の
代
官
大
岡
十
三
郎
か
ら
申
し
聞
き
ま
し
た
の
で
、
私
方
へ
呼
出
し
て
吟
味
い
た
し
ま
し
た
趣
旨
を
左
に
申
上
げ
ま
す
。

　

そ
ね
を
吟
味
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
同
人
祖
父
次
郎
左
衛
門
は
父
親
恵
助
と
は
別
宅
に
住
み
、
そ
ね
は
幼
少
の
頃
よ
り
次
郎
左
衛

門
方
に
て
養
育
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
去
々
未
年
村
内
平
六
方
へ
機
竹
を
借
り
に
行
く
途
中
、
次
郎
左
衛
門
下
男
斧
右
衛
門
が
や
っ
て

来
て
、
谷
間
へ
連
れ
て
行
き
密
会
す
る
よ
う
誘
わ
れ
、
断
り
ま
し
た
が
、
再
度
勧
め
ら
れ
た
の
で
そ
の
意
に
任
せ
て
密
通
し
、
そ
の
後

も
度
々
密
会
し
ま
し
た
。
そ
ね
に
は
聟
を
取
っ
て
祖
父
次
郎
左
衛
門
の
跡
式
相
続
を
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
兼
ね
て
次
郎
左
衛
門
か

ら
聞
い
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
斧
右
衛
門
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
と
て
も
夫
婦
に
な
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
婿
の
相
談
が

決
ま
っ
て
は
密
通
も
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
斧
右
衛
門
は
い
っ
し
ょ
に
ど
こ
か
へ
行
こ
う
と
い
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
と
、
そ
う
で
あ
れ
ば
相
対
死
を
し
よ
う
と
勧
め
て
く
る
の
で
、
承
知
し
た
と
挨
拶
を
し
て
置
い
た
の
で
す
。

　

然
る
と
こ
ろ
、
同
年
十
一
月
二
十
八
日
朝
、
同
村
弥
五
兵
衛
方
へ
絹
の
繋
糸
を
貰
い
に
行
こ
う
と
宿
元
を
出
た
と
こ
ろ
、
途
中
斧
右

衛
門
が
や
っ
て
来
て
、
兼
ね
て
申
合
わ
せ
た
通
り
、
立
退
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
相
対
死
を
し
よ
う
と
字
ほ
と
入
と
い
う
所

へ
連
れ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
斧
右
衛
門
は
持
っ
て
い
た
鎌
で
自
害
す
る
の
で
、
首
を
く
く
る
よ
う
い
わ
れ
て
、
不
得
心
で
し
た
が
、
遁

れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
覚
悟
を
極
め
て
そ
の
意
に
任
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
斧
右
衛
門
は
身
に
着
け
て
い
た
古
帯
を
木
の
枝
に
懸
け
、
そ

ね
の
首
を
く
く
り
、
谷
の
方
へ
突
い
た
と
こ
ろ
、
帯
が
切
れ
て
落
ち
た
の
で
、
ま
た
持
っ
て
い
た
手
拭
を
結
び
合
わ
せ
て
く
く
っ
て
く

れ
ま
し
た
が
、
ま
た
切
れ
て
両
度
谷
間
へ
落
ち
惣
身
を
打
ち
気
絶
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
こ
と
は
一
向
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
下
男
斧
右

衛
門
と
密
通
し
な
が
ら
、
相
対
死
は
不
得
心
と
申
し
、
斧
右
衛
門
が
相
果
て
た
う
え
は
、
申
し
立
て
る
べ
く
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
以

下
、
朱
書
）



一
〇

　

一�

斧
右
衛
門
死
骸
と
そ
ね
疵
所
を
会
田
伊
右
衛
門
手
代
が
見
分
し
た
と
こ
ろ
、
斧
右
衛
門
は
咽
並
び
に
臍
下
二
ケ
所
に
疵
が
あ
り
相

果
て
て
い
ま
し
た
。
死
骸
の
側
に
は
血
の
付
い
た
鎌
が
あ
り
、
鎌
で
自
滅
し
た
こ
と
は
相
違
な
い
の
で
、
死
骸
を
塩
詰
め
に
申
付

け
て
い
ま
す
。
そ
ね
は
首
を
く
く
っ
た
跡
色
変
形
し
、
舌
に
疵
が
あ
り
惣
身
相
叶
わ
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
た
親
類
・
村
役
人
へ
見

届
け
さ
せ
療
養
を
申
付
け
る
よ
う
、
そ
の
節
伊
右
衛
門
は
命
じ
て
い
ま
す
。
当
四
月
十
三
日
見
届
け
た
と
こ
ろ
、
疵
所
等
は
当
時

平
癒
し
た
け
れ
ど
も
、
右
腕
は
屈
伸
が
叶
わ
ず
、
右
の
腰
を
痛
め
て
歩
行
が
困
難
な
様
子
で
、
こ
の
度
出
頭
し
て
き
た
こ
と
に
相

違
な
く
見
え
ま
す
。

　

一�

村
役
人
ど
も
を
吟
味
い
た
し
ま
し
た
。
両
人
が
相
果
て
た
節
の
始
末
を
見
届
け
た
と
こ
ろ
、
斧
右
衛
門
は
鎌
で
自
害
し
、
そ
ね
は

首
を
く
く
っ
て
生
死
も
計
り
が
た
い
様
子
で
、
相
対
死
を
申
合
わ
せ
た
も
の
と
相
見
え
、
そ
の
ほ
か
伊
右
衛
門
手
代
の
見
分
の
通

り
相
違
な
い
と
申
し
て
い
ま
す
。

　

一�

そ
ね
祖
父
次
郎
左
衛
門
並
び
に
恵
助
を
吟
味
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
次
郎
左
衛
門
は
恵
助
と
別
宅
に
て
暮
ら
し
、
そ
ね
は
幼
年

よ
り
次
郎
左
衛
門
方
に
て
養
育
し
、
そ
ね
申
口
の
通
り
次
郎
左
衛
門
跡
式
は
そ
ね
へ
聟
を
取
り
相
続
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と

を
兼
ね
て
申
し
含
め
て
い
た
こ
と
は
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
斧
右
衛
門
も
平
日
実
体
成
る
も
の
に
て
そ
ね
と
密
通
し
て
い
た
こ
と
は

気
づ
か
な
か
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。
去
々
未
十
一
月
二
十
八
日
朝
、
そ
ね
が
宿
元
に
見
え
な
い
の
で
、
次
郎
左
衛
門
の
女
房
竹

が
捜
し
た
と
こ
ろ
、
字
ほ
そ
入
と
い
う
所
で
斧
右
衛
門
は
持
っ
て
い
た
鎌
で
自
害
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ね
は
首
を
く
く
っ
た
様
子

に
て
谷
間
へ
落
ち
、
気
絶
し
て
生
死
も
計
り
が
た
い
あ
り
さ
ま
な
の
で
驚
い
て
声
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
追
々
村
方
の
者
ど
も
が
懸

け
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
も
っ
と
も
そ
ね
は
不
届
き
を
い
た
し
た
う
え
は
不
憫
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
申
付
け
ら
れ
て
も
申
立
て

る
べ
き
よ
う
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
申
し
て
い
ま
す
。

　

一�

同
郡
（
都
留
郡
）
綱
野
上
村
に
住
む
斧
右
衛
門
の
兄
弟
並
び
に
請
人
同
村
弥
一
右
衛
門
を
吟
味
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
斧
右
衛



一
一

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

門
は
次
郎
左
衛
門
方
へ
奉
公
に
差
出
し
置
き
、
道
法
が
隔
て
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
節
の
こ
と
は
存
じ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
斧

右
衛
門
死
骸
並
び
に
そ
ね
の
様
子
を
見
届
け
ま
し
た
と
こ
ろ
、
相
対
死
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
斧
右
衛
門
は
主
人
の
孫
娘
と
密
通

し
て
相
対
死
を
申
合
わ
せ
た
こ
と
は
不
届
き
の
こ
と
で
恐
れ
入
り
ま
す
。
願
筋
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
申
し
て
い
ま
す
。（
以

上
、
朱
書
）

右
吟
味
い
た
し
ま
し
た
趣
は
書
面
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
仕
置
の
儀
は
黄
紙
附
札
を
以
て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。�

以
上

　
　

酉
五
月

　

つ
ぎ
、
吟
味
伺
書
に
添
付
さ
れ
た
「
御
仕
置
附
書
付
」
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
。

　
　

大
岡
十
三
郎
御
代
官
所
甲
州
都
留
郡
大
曾
根
村
百
姓
恵
助
娘
そ
ね
御
仕
置
附
の
儀

　

右
享
保
七
寅
年
（
一
七
二
二
）
男
女
申
合
せ
相
果
て
た
者
の
儀
に
つ
き
、
御
書
付
の
う
ち
こ
の
た
び
大
坂
に
て
主
人
と
下
女
申
合
わ

せ
相
果
て
た
者
の
儀
、
主
人
は
存
命
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
下
人
の
身
分
と
し
て
主
人
へ
対
し
不
届
き
な
の
で
、
下
手
人
に
及
ば
す
非
人

手
下
に
申
付
け
る
べ
き
と
あ
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
御
定
書
に
主
人
と
下
女
が
相
対
死
を
仕
損
じ
、
主
人
が
存
命
で
あ
れ
ば
、
非
人
手
下
と
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
ね
は
斧
右
衛

門
主
人
次
郎
左
衛
門
の
孫
娘
に
て
、
こ
と
に
聟
を
取
り
、
跡
式
を
相
続
さ
せ
る
も
の
な
の
で
、
主
人
に
准
じ
る
も
の
で
す
。
然
る
と
こ

ろ
主
人
の
娘
と
下
男
が
相
対
死
を
仕
損
じ
、
右
娘
存
命
の
御
仕
置
は
御
定
書
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
主
人
と
下
女
の
密
通
は
、

ほ
か
に
不
埒
が
な
け
れ
ば
御
咎
は
な
く
、
主
人
の
娘
と
密
通
し
た
も
の
は
中
追
放
、
娘
は
手
鎖
を
か
け
親
元
へ
渡
す
御
定
で
す
。
右
の

趣
を
も
っ
て
考
え
れ
ば
、
主
人
と
相
対
死
を
申
合
せ
た
下
女
よ
り
は
、
主
人
の
娘
へ
相
対
死
を
働
き
申
合
せ
た
下
男
は
格
別
不
届
き
で

す
。
そ
ね
は
相
対
死
を
仕
損
じ
存
命
し
て
い
ま
す
。
主
人
の
御
定
に
は
相
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。
し
か
し
、
下
男
と

密
通
し
た
ば
か
り
に
て
御
定
の
通
り
三
十
日
手
鎖
と
伺
う
べ
き
で
す
が
、
下
男
と
相
対
死
を
申
合
わ
せ
、
下
男
は
相
果
て
た
の
で
、
例



一
二

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
右
御
定
の
軽
重
を
考
え
て
、
所
払
以
上
に
も
伺
う
べ
き
と
こ
ろ
、
右
腕
の
屈
伸
が
叶
わ
ず
、
右
の
腰
が
痛
み
歩
行

も
困
難
な
こ
と
は
相
違
な
く
、
右
の
よ
う
な
も
の
を
村
方
払
に
し
て
は
渡
世
も
で
き
ず
、
も
っ
と
も
腕
の
屈
伸
が
で
き
な
い
の
で
、
手

鎖
に
も
伺
う
こ
と
も
難
し
い
で
す
。
こ
れ
を
以
て
例
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
百
日
押
込
と
御
咎
附
い
た
し
ま
す
。

　

斧
右
衛
門
の
死
骸
は
、
塩
詰
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
相
対
死
を
申
合
せ
た
の
で
、
逆
罪
に
及
ば
ず
、
死
骸
は
取
捨
て
、
弔
わ
せ
な
い

よ
う
申
渡
す
べ
き
か
と
申
上
げ
ま
す
。�

以
上

　
　
　

酉
五
月

　

で
は
、
勘
定
奉
行
安
藤
弾
正
少
弼
が
本
件
の
主
人
孫
娘
へ
の
刑
罰
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
整
理
し
て
み
た
い
。
本
件
は
、

主
人
の
孫
娘
と
下
男
が
相
対
死
を
仕
損
じ
、
孫
娘
が
存
命
の
事
例
で
あ
る
。
御
定
書
で
は
、
主
人
と
下
女
が
相
対
死
を
仕
損
じ
、
主
人

が
存
命
で
あ
れ
ば
、
非
人
手
下
と
さ
れ
る
。
そ
ね
は
主
人
の
孫
娘
で
、
主
人
跡
式
を
相
続
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
主
人
に
准
じ
る
と
解

釈
す
れ
ば
、
非
人
手
下
相
当
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
ま
で
の
拡
張
解
釈
は
し
て
い
な
い
（
下
女
と
下
男

の
違
い
が
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
主
人
と
下
女
が
相
対
死
し
た
場
合
の
御
仕
置
は
本
件
に
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
密
通
御
仕
置
に
つ
い

て
は
、「
主
人
の
娘
と
密
通
し
た
も
の
は
中
追
放
、
娘
は
手
鎖
を
か
け
親
元
へ
渡
す
御
定
」
の
規
定
が
あ
る
。
本
件
は
、
密
通
に
加
え
て

相
対
死
を
申
合
せ
た
事
例
な
の
で
、
手
鎖
よ
り
も
重
い
所
払
以
上
の
刑
罰
を
伺
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
結
局
、
主
人
孫

娘
が
歩
行
も
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
斟
酌
し
て
、
百
日
押
込
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
押
込
は
外
出
を
禁
じ
て
戸
を
建
て

て
置
く
刑
罰
で
あ
る
か
ら
、
所
払
よ
り
も
軽
い
刑
罰
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
黄
紙
附
札
」（
擬
律
の
要
旨
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
此
そ
ね
義
、
下
男
斧
右
衛
門

と
度
々
密
通
い
た
し
な
が
ら
、
相
対
死
の
義
不
得
心
と
申
す
段
立
ち
が
た
く
、
殊
に
斧
右
衛
門
相
果
て
候
う
え
は
、
百
日
押
込
仰
付
け

ら
れ
る
べ
く
候
哉
。
但
し
、
斧
右
衛
門
死
骸
は
取
捨
て
、
弔
わ
せ
申
す
ま
じ
き
旨
申
渡
す
べ
く
候
哉
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



一
三

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

　

八
月
十
四
日
、
老
中
は
評
議
の
通
り
差
図
し
て
い
る
。「
三
奉
行
留
」
に
は
評
定
所
一
座
評
議
の
内
容
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
評
定
所
一
座
の
構
成
員
で
あ
る
公
事
方
勘
定
奉
行
の
提
出
し
た
吟
味
伺
書
な
の
で
、
お
そ
ら
く
擬
律
の
通
り
認
め
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

3
　
所
化
僧
祖
淳
と
召
仕
下
男
金
次
と
の
衆
道（

11
（

に
よ
る
心
中
事
件
（
裁
判
例
3
）

　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
八
月
二
十
七
日
、
駿
河
国
有
渡
郡
南
安
東
村
地
内
に
あ
る
三
之
御
前
社
の
境
内
で
、
僧
俗
の
心
中
事
件（

1（
（

が

起
き
て
い
る
。
僧
体
の
者
は
相
果
て
、
俗
体
の
者
は
存
命
し
て
い
た
。
当
地
を
支
配
す
る
柴
村
藤
三
郎
代
官
所
が
取
調
べ
た
と
こ
ろ
、

こ
う
で
あ
る
。

　

僧
体
の
者
は
、
駿
河
国
伝
馬
町
に
あ
る
禅
宗
（
臨
済
宗
）
宝
泰
寺
に
勤
め
て
い
る
祖
淳
で
、
俗
体
の
者
は
、
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
の

召
仕
下
男
金
次
（
当
時
二
十
五
歳
）
と
い
う
者
で
あ
っ
た
。

　

駿
府
町
奉
行
小
田
切
喜
兵
衛
が
、
勘
定
奉
行
に
こ
の
件
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
代
官
所
を
通
じ
て
勘
定
奉
行
桑
原
伊
予
守
へ
引
き
渡
す

よ
う
に
と
の
指
示
が
届
く
。
そ
こ
で
喜
兵
衛
は
先
達
て
御
届
申
し
上
げ
た
通
り
金
次
を
受
取
り
、
三
月
十
九
日
入
牢
を
申
付
け
て
吟
味

を
し
て
い
る
。

　

金
次
は
、
阿
部
備
中
守
（
寺
社
奉
行
）
が
支
配
す
る
備
後
国
福
山
に
住
む
同
人
足
軽
坂
本
濱
右
衛
門
次
男
で
、
六
年
前
在
所
を
出
た

が
、
そ
の
後
親
元
へ
は
連
絡
を
せ
ず
、（
新
見
藩
）
関
備
前
守
江
戸
屋
敷
で
足
軽
奉
公
を
し
て
い
た
。
去
る
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
九

月
備
前
守
が
当
地
（
駿
府
）
御
加
番
の
節
、
供
と
し
て
や
っ
て
来
て
、
翌
年
ま
で
勤
め
、
備
前
守
が
交
代
す
る
前
に
暇
を
取
り
当
地
に

居
住
し
て
い
る
。
町
家
奉
公
を
し
よ
う
と
思
い
、
兼
ね
て
か
ら
知
人
の
横
内
町
徳
右
衛
門
後
家
よ
ふ
に
奉
公
の
こ
と
を
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、

賃
仕
事
を
し
て
所
々
へ
出
入
り
し
て
い
る
同
人
姉
伝
馬
町
小
平
次
母
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
る
。
さ
ん
の
つ
て
で
、
伝
馬
町
宝
泰
寺
塔
頭
徳



一
四

雲
院
住
持
禅
那
に
会
う
と
、
ま
ず
当
分
の
間
雇
い
置
く
と
い
わ
れ
、
去
々
子
十
月
よ
り
禅
那
方
へ
引
越
し
、
下
男
奉
公
を
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
請
状
等
は
出
さ
ず
、
去
る
丑
年
同
様
勤
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
宝
泰
寺
学
寮
に
勤
め
て
い
た
僧
祖
淳
と
懇
意
に
な
り
、
衆
道
兄

弟
分
の
契
約
を
結
び
、
金
次
は
兄
分
と
な
る
。
そ
し
て
、
夜
分
に
は
と
き
ど
き
宝
泰
寺
境
内
で
密
会
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
八
月

中
旬
祖
淳
が
い
う
に
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
出
家
す
る
本
心
が
な
く
、
学
問
に
励
む
こ
と
も
難
し
い
の
で
、
学
寮
を
出
て
ど
こ
か
へ
行
き
、

還
俗
し
て
金
次
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
た
い
、
と
い
う
。
し
か
し
、
金
次
が
身
分
取
り
ま
わ
し
も
困
難
で
、
ほ
か
に
渡
世
の
手
段
も
な

い
の
で
力
が
及
ば
な
い
と
い
う
と
、
祖
淳
は
そ
う
で
あ
れ
ば
自
害
す
る
し
か
な
い
と
い
う
の
で
、
祖
淳
が
自
害
す
る
の
を
見
捨
て
る
こ

と
は
で
き
ず
、
心
中
す
る
こ
と
を
申
合
わ
せ
、
死
後
見
苦
く
な
い
よ
う
、
両
人
共
白
帷
子
を
準
備
し
て
尻
宿
で
出
会
う
約
束
を
し
た
。

　

同
月
二
十
二
日
祖
淳
は
奥
津
宿
に
用
事
が
あ
る
と
い
っ
て
宝
泰
寺
を
出
た
。
金
次
は
丸
子
宿
で
生
国
の
者
が
泊
ま
る
の
で
、
面
談
し

た
い
と
禅
那
へ
話
し
て
出
か
け
る
。
尻
宿
で
祖
淳
に
出
会
い
、
そ
の
夜
あ
る
旅
籠
屋
に
泊
ま
っ
た
。
折
し
も
雨
天
な
の
で
二
十
六
日
ま

で
逗
留
し
た
。
同
日
夕
方
雨
が
あ
が
っ
て
晴
れ
た
の
で
、
右
宿
を
出
、
同
夜
四
時
頃
、
南
安
東
村
地
内
三
之
御
斎
社
地
へ
行
く
。
八
ツ

時
の
鐘
を
限
り
に
、
め
い
め
い
自
害
の
つ
も
り
を
申
合
わ
せ
、
用
意
し
て
き
た
白
帷
子
に
着
替
え
、
毛
氈
を
敷
い
た
。
時
刻
に
な
っ
た

の
で
、
金
次
が
自
害
す
る
と
い
う
と
、
祖
淳
は
先
に
自
害
す
る
と
い
っ
て
、
前
後
を
争
っ
て
い
る
う
ち
に
、
祖
淳
は
剃
刀
で
咽
を
掻
切

っ
て
打
ち
伏
せ
た
。
金
次
も
右
剃
刀
を
取
上
げ
、
咽
を
掻
切
ろ
う
と
し
た
が
、
仕
損
じ
て
し
ま
う
。
な
お
ま
た
取
直
し
同
所
を
掻
こ
う

と
思
っ
た
が
、
そ
の
後
の
こ
と
は
一
向
覚
え
て
い
な
い
。
見
届
け
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
柴
村
藤
三
郎
手
代
に
、
正
気
付
い
て
仕
損
じ

た
こ
と
を
残
念
に
思
う
と
い
っ
て
い
る
。
意
趣
遺
恨
等
が
あ
っ
て
祖
淳
を
手
に
か
け
、
金
次
は
自
害
仕
損
じ
た
の
か
、
ま
た
は
両
人
と

も
悪
事
を
し
て
仕
方
な
く
自
害
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
察
度
申
し
聞
い
て
、
吟
味
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
祖
淳
・
金

次
共
悪
事
を
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
意
趣
遺
恨
等
の
儀
で
は
な
く
、
前
書
申
立
て
た
通
り
衆
道
に
て
双
方
申
合
わ
せ
、
右
始
末
に
及

び
ま
し
た
。
祖
淳
が
相
果
て
た
う
え
は
御
仕
置
を
願
う
と
申
し
て
い
ま
す
。（
以
下
、
朱
書
部
分
等
を
略
す
）



一
五

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

　

つ
ぎ
に
、
本
件
の
吟
味
伺
と
評
定
所
一
座
評
議
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
駿
府
町
奉
行
小
田
切
喜
兵
衛
伺
の
概
要

　

こ
の
金
次
儀
、
祖
淳
と
衆
道
に
て
相
対
死
を
申
合
わ
せ
、
祖
淳
は
相
果
て
た
と
こ
ろ
、
こ
の
者
死
損
じ
た
う
え
は
下
手
人
に
申
付

け
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
但
し
、
両
人
と
も
死
骸
取
捨
て
、
弔
わ
せ
な
い
こ
と
を
伺
い
ま
す
。

　

②
評
定
所
一
座
評
議

　

こ
の
儀
、
御
定
書
、
男
女
申
合
わ
せ
相
果
て
た
も
の
の
ケ
条
、
不
義
に
て
相
対
死
し
た
も
の
、
死
骸
取
捨
て
、
弔
わ
せ
な
い
。

　

但
し
、
一
方
が
存
命
で
あ
れ
ば
、
下
手
人
と
あ
り
ま
す
。
吟
味
書
の
趣
に
て
は
、
自
害
を
す
る
こ
と
は
祖
淳
の
申
し
出
に
よ
り
、

こ
の
も
の
も
一
同
相
果
て
る
こ
と
を
申
合
わ
せ
、
両
人
共
白
帷
子
に
着
替
え
、
毛
氈
を
敷
き
、
剃
刀
に
て
自
害
し
、
祖
淳
は
相
果
て
、

こ
の
も
の
は
死
損
じ
た
始
末
、
全
く
相
対
死
に
相
違
な
く
、
ほ
か
に
怪
し
い
こ
と
も
聞
い
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
差
当
り
例
も
見
つ
か

り
ま
せ
ん
が
、
相
対
死
に
男
女
の
差
別
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
伺
の
通
り
下
手
人
に
申
付
け
、
両
人
の
死
骸
は
取
捨
て
弔
わ
せ
な
い

旨
、
命
じ
ら
れ
る
べ
き
か
と
存
じ
ま
す
。

　

③
御
仕
置
の
儀
評
議
に
つ
き
町
奉
行
牧
野
大
隅
守
か
ら
提
出
さ
れ
た
例
書

　

○�

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
十
一
月
二
日
、
老
中
板
倉
佐
渡
守
差
図
（
町
奉
行
牧
野
大
隅
守
懸
）

と
も
に
当
時
無
宿
の
権
助
と
さ
よ
は
、
武
家
奉
公
中
に
不
義
（
密
通
）
を
し
て
い
る
。
権
助
が
病
気
に
な
り
暇
を
出
さ
れ
、
さ
よ

も
勤
め
の
知
り
合
い
も
な
い
の
で
、
心
中
を
申
合
せ
る
。
さ
よ
が
先
に
自
害
を
す
る
と
い
っ
て
所
持
の
剃
刀
で
喉
へ
切
り
つ
け
る

が
仕
損
じ
た
の
で
、
権
助
は
さ
よ
を
殺
害
し
、
自
滅
し
よ
う
と
剃
刀
を
取
っ
た
と
こ
ろ
見
咎
め
ら
れ
て
、
両
人
が
生
き
残
っ
た
事

例
で
あ
る
。
さ
よ
は
、
三
日
晒
の
う
え
非
人
手
下
に
申
付
け
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
権
助
は
存
命
で
あ
れ
ば
、
三
日
晒
の
う
え
非

人
手
下
に
申
付
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
病
死
し
た
の
で
、
御
仕
置
の
儀
を
一
件
の
者
へ
申
し
聞
か
せ
る
。



一
六

　

○
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
四
月
二
十
七
日
、
老
中
松
平
右
近
将
監
差
図
（
町
奉
行
土
屋
越
前
守
懸
）

新
吉
原
京
町
の
遊
女
花
の
井
は
、
本
材
木
町
の
源
七
店
清
七
方
に
居
候
す
る
傳
十
郎
と
申
合
わ
せ
て
心
中
し
よ
う
と
し
た
が
、
仕

損
じ
る
。
傳
十
郎
は
大
疵
を
負
っ
て
果
て
る
が
、
花
の
井
は
疵
が
快
復
す
る
。
傳
十
郎
は
花
の
井
の
咽
を
突
い
た
後
、
自
害
に
及

ん
だ
が
即
死
せ
ず
疵
に
て
果
て
て
い
る
。
花
の
井
は
傳
十
郎
に
疵
を
つ
け
て
い
な
い
の
で
、
日
本
橋
に
お
い
て
三
日
晒
の
う
え
非

人
手
下
に
申
付
け
る
。

　

○
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
七
月
二
十
七
日
、
老
中
西
尾
隠
岐
守
差
図
（
町
奉
行
土
屋
越
前
守
懸
）

護
国
寺
門
前
桜
木
町
の
傳
兵
衛
店
忠
兵
衛
の
養
娘
き
く
は
、
小
日
向
茗
荷
谷
町
の
次
郎
兵
衛
店
喜
兵
衛
の
忰
丹
治
と
心
中
を
申
合

わ
せ
、
丹
治
は
大
疵
に
て
果
て
る
が
、
き
く
は
平
癒
す
る
。
丹
治
は
き
く
の
咽
を
突
い
た
後
、
自
害
に
及
び
即
死
は
し
な
か
っ
た

が
、
こ
の
疵
に
て
果
て
た
。
き
く
は
丹
治
へ
疵
を
つ
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
日
本
橋
に
お
い
て
三
日
晒
の
う
え
非
人
手
下
を

申
付
け
る
。

　

○
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
八
月
二
十
七
日
、
老
中
松
平
右
近
将
監
差
図
（
町
奉
行
牧
野
大
隅
守
懸
）

新
和
泉
町
の
忠
次
郎
店
平
七
方
に
居
候
し
て
い
た
弥
兵
衛
は
、
新
吉
原
江
戸
町
の
遊
女
か
つ
ら
め
を
買
揚
げ
、
心
中
を
申
合
わ
せ
、

同
人
所
持
の
小
刀
で
突
き
殺
し
た
こ
と
は
不
届
き
至
極
な
の
で
、
下
手
人
に
申
付
け
る
。

　

○
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
九
月
六
日
、
老
中
松
平
右
京
大
夫
差
図
（
町
奉
行
牧
野
大
隅
守
懸
）

深
川
伊
沢
町
の
惣
兵
衛
店
庄
八
の
忰
三
四
郎
は
、
新
吉
原
江
戸
町
の
遊
女
九
重
を
度
々
買
上
げ
、
所
持
の
衣
類
並
び
に
家
業
に
し

て
い
る
三
味
線
ま
で
質
入
れ
し
て
遣
い
捨
て
た
の
で
、
渡
世
が
難
し
く
な
り
、
そ
の
う
え
親
庄
八
並
び
に
妻
と
よ
へ
対
し
申
し
訳

な
く
、
九
重
と
心
中
を
申
合
わ
せ
、
九
重
所
持
の
合
口
を
も
っ
て
同
人
を
突
殺
し
、
自
害
仕
損
じ
た
始
末
は
不
届
き
至
極
な
の
で
、

下
手
人
に
申
付
け
る
。



一
七

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

　

以
上
の
例
書
を
整
理
す
る
と
、
女
が
男
に
疵
を
つ
け
ず
生
き
残
っ
た
場
合
、
三
日
晒
の
う
へ
非
人
手
下
を
申
付
け
る
。
男
が
女
を
殺

害
し
て
生
き
残
っ
た
場
合
、
下
手
人
に
申
付
け
て
い
る
。

　

本
件
は
衆
道
（
男
色
）
に
よ
る
心
中
事
件
で
あ
る
。
衆
道
の
契
約
に
お
い
て
、
金
次
は
兄
分
、
祖
淳
は
弟
分
と
な
る
。
評
定
所
評
議

に
よ
れ
ば
衆
道
の
先
例
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
男
女
の
差
別
は
な
い
と
し
て
、
生
き
残
っ
た
金
次
は
下
手
人
に
申
付
け
る
、
と

し
て
い
る
。

　

金
次
の
供
述
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
祖
淳
は
自
害
し
た
の
で
、
金
次
は
祖
淳
を
殺
害
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
下
手
人
に
申
付
け
る
と

結
論
付
け
て
い
る
。
男
が
女
を
殺
害
し
て
生
き
残
っ
た
場
合
の
先
例
を
適
用
し
て
い
る
。

　

老
中
は
、
評
定
所
評
議
の
と
お
り
、
金
次
に
つ
い
て
下
手
人
に
申
付
け
て
い
る（

11
（

。

4
　
茶
立
奉
公
人
み
き
と
日
雇
い
安
兵
衛
の
心
中
事
件
（
裁
判
例
4
）

　

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
三
月
十
六
日
、
大
坂
東
町
奉
行
彦
坂
和
泉
守
か
ら
大
坂
城
代
松
平
右
京
大
夫
輝
延（

11
（

へ
「
相
対
死
之
躰
ニ

而
男
相
果
女
存
命
ニ
罷
在
候
一
件
吟
味
伺
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
本
件
は
、
江
戸
へ
は
上
申
さ
れ
て
い
な
い
。
大
坂
城
代
が
差
図

し
た
事
案
で
あ
る
。
大
坂
城
代
松
平
輝
延
が
編
集
し
た
『
大
坂
都
督
所
務
類
纂
』
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
平
松
義
郎
氏
の
大
坂
町
奉
行
吟
味
伺
書
に
つ
い
て
の
説
明
を
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
罪
状
を
朱
書
の
註
記
と
交
え
つ
つ
述

べ
、
帳
面
仕
立
に
し
、
下
端
に
黄
紙
を
貼
付
し
て
、
そ
れ
に
擬
律
の
要
旨
を
書
い
て
大
坂
城
代
に
進
達
す
る
の
で
あ
る
。
城
代
の
指
図

は
、
付
札
を
伺
書
の
上
端
に
貼
っ
て
、
そ
れ
に
下
知
の
趣
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
先
例
の
引
用
は
例
書
を
添
付
し
て
行
い
、

例
書
も
伺
書
の
末
尾
に
綴
じ
込
む
の
で
あ
る（

11
（

」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
本
件
吟
味
伺
書
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。



一
八

　

元
伏
見
坂
町
の
伏
見
屋
善
兵
衛（

11
（

抱
茶
立
奉
公
人
み
き
（
当
時
十
九
歳
）
を
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
本
京
橋
町
丸
屋
巳
之
助
は
み
き
主
人

善
兵
衛
と
懇
意
の
間
柄
な
の
で
、
巳
之
助
方
が
無
人
の
節
は
善
兵
衛
の
申
付
け
で
、
折
々
手
伝
い
に
行
っ
て
い
る
う
ち
に
、
去
る
子
十

一
月
上
旬
の
頃
よ
り
、
巳
之
助
方
日
雇
い
安
兵
衛
と
密
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。

　

当
正
月
十
日
暮
六
ツ
時
頃
、
み
き
が
善
兵
衛
方
表
の
間
に
居
た
と
こ
ろ
安
兵
衛
が
や
っ
て
来
て
、
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
同

人
の
行
先
ま
で
来
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
。
何
心
な
く
そ
の
ま
ま
同
道
し
て
難
波
村
畑
中
ま
で
来
る
と
、
安
兵
衛
は
何
か
身
分
不
詰
り

の
こ
と
が
あ
っ
て
出
奔
し
て
来
た
の
で
、
み
き
に
も
付
い
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
。
い
っ
た
ん
は
断
る
が
、
頼
ま
れ
る
ま
ま
仕
方
な
く

同
意
し
て
、
方
角
も
覚
え
ず
お
よ
そ
道
法
二
里
ば
か
り
も
歩
く
。
両
人
と
も
路
用
手
当
等
も
な
く
、
そ
の
う
え
自
然
追
っ
て
く
る
人
に

出
逢
え
ば
、
い
よ
い
よ
身
分
不
詰
り
の
筋
と
分
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
安
兵
衛
に
話
す
と
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
相
対
死
を
し
て

く
れ
と
い
う
の
で
、
い
ろ
い
ろ
話
し
て
宥
め
ま
し
た
。

　

同
夜
八
ツ
時
頃
、
千
日
墓
辺
り
ま
で
立
戻
る
と
、
安
兵
衛
は
み
き
を
人
影
の
な
い
所
へ
連
れ
て
行
き
、
是
非
相
対
死
を
し
て
く
れ
と

い
う
。
断
っ
た
け
れ
ど
も
、
聞
き
入
れ
ず
理
不
尽
に
も
み
き
の
抱
帯
を
解
い
て
咽
を
絞
め
た
の
で
、
し
ば
ら
く
悶
絶
し
て
覚
え
て
い
ま

せ
ん
。
ほ
ど
な
く
し
て
正
気
に
な
る
と
、
安
兵
衛
は
そ
の
場
に
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
逃
げ
帰
ろ
う
と
立
ち
か
け
た
け
れ
ど
も
、

と
り
の
ぼ
せ
て
歩
行
も
で
き
ず
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
そ
の
節
は
誰
と
も
分
か
ら
な
か
っ
た
難
波
村
非
人
番
嘉
七
が
や
っ
て
来
た
の

で
、
経
緯
を
話
す
と
、
煙
亡
並
び
に
所
の
者
、
善
兵
衛
と
巳
之
助
が
追
々
駈
け
つ
け
、
介
抱
を
受
け
ま
し
た
。
安
兵
衛
が
辺
り
で
首
を

く
く
っ
て
果
て
て
い
る
の
を
み
て
驚
い
た
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。（
以
下
、
朱
書
）

　

書
面
非
人
番
嘉
七
を
糺
し
た
と
こ
ろ
、
み
き
の
申
口
と
符
合
し
て
い
ま
す
。
そ
の
節
み
き
よ
り
右
の
次
第
を
聞
き
、
か
つ
そ
の
辺
り

に
安
兵
衛
が
首
を
く
く
っ
て
果
て
て
い
た
の
で
驚
き
、
さ
っ
そ
く
右
墓
所
煙
亡
並
び
に
所
の
者
を
糺
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
た
申
口
が

同
じ
な
の
で
、
さ
っ
そ
く
善
兵
衛
と
巳
之
助
へ
知
ら
せ
、
武
十
郎
方
（
岸
本
武
十
郎
代
官
所
）
へ
も
訴
え
出
た
と
申
し
て
い
ま
す
。
一



一
九

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

同
か
ら
不
束
の
筋
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。（
以
上
、
朱
書
）

　

右
の
よ
う
に
安
兵
衛
に
従
っ
て
出
奔
し
同
道
し
て
、
千
日
墓
所
ま
で
や
っ
て
来
て
、
安
兵
衛
は
首
を
く
く
っ
て
果
て
、
こ
の
者
も
い

っ
た
ん
咽
を
絞
め
ら
れ
た
う
え
は
、
安
兵
衛
が
理
不
尽
で
あ
る
と
の
申
し
披
き
は
片
口
（
一
方
の
言
い
分
）
な
の
で
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
実
は
最
初
よ
り
安
兵
衛
と
相
対
死
す
る
こ
と
を
申
合
せ
、
右
の
あ
り
さ
ま
と
な
り
、
こ
の
者
ば
か
り
存
命
し
た
の
で
、

今
更
未
練
の
心
が
差
し
起
こ
っ
て
偽
り
を
申
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
り
て
い
申
し
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
察
度
申
し
聞
か
せ
、

再
度
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
左
様
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
と
申
す
の
で
、
右
不
埒
の
旨
を
吟
味
詰
し
た
と
こ
ろ
、
申
し
披
き
な
い

由
申
し
て
い
ま
す
。（
以
下
、
朱
書
）

　

書
面
善
兵
衛
と
巳
之
助
を
糺
し
た
と
こ
ろ
、
み
き
申
口
並
び
に
前
書
煙
亡
か
つ
難
波
村
所
の
者
ど
も
の
申
立
て
と
符
合
し
ま
す
。
巳

之
助
方
無
人
の
節
、
折
々
み
き
を
手
伝
い
に
差
遣
わ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
人
と
安
兵
衛
が
密
通
し
て
い
た
こ
と
を
善
兵

衛
と
巳
之
助
は
知
ら
な
か
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。

　

当
正
月
十
日
暮
六
ツ
時
過
ぎ
よ
り
安
兵
衛
・
み
き
と
も
見
え
ず
、
め
い
め
い
心
当
た
り
の
方
を
所
々
尋
ね
る
う
ち
に
、
右
の
次
第
を

聞
き
驚
い
て
さ
っ
そ
く
駆
け
つ
け
た
と
申
し
て
い
ま
す
。
両
人
と
も
不
束
の
筋
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
か
つ
ま
た
安
兵
衛
姉
で
あ
る
南

本
町
三
丁
目
和
泉
屋
喜
八
女
房
せ
い
、
並
び
に
弟
で
あ
る
本
町
三
丁
目
信
濃
屋
宇
兵
衛
下
人
辰
蔵
を
も
糺
し
た
と
こ
ろ
、
安
兵
衛
両
親

と
も
先
達
て
相
果
て
右
両
人
の
ほ
か
親
類
は
い
な
い
、
と
の
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
安
兵
衛
は
六
年
以
前
申
年
い
っ
た
ん
出
奔
の
う
え
、

そ
の
後
所
々
日
雇
い
働
き
を
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
兼
て
不
行
跡
者
な
の
で
、
右
出
奔
後
は
せ
い
並
び
に
辰
蔵
も
せ
い
よ
り
申

付
け
て
互
に
音
信
し
て
い
な
い
、
と
の
こ
と
で
す
。
全
く
こ
の
た
び
み
き
申
口
の
趣
に
も
不
審
の
筋
は
な
く
、
安
兵
衛
の
不
行
跡
よ
り

事
を
起
こ
し
理
不
尽
の
仕
方
と
存
じ
て
い
ま
す
。
み
き
へ
対
し
い
さ
さ
か
の
申
分
が
な
い
旨
、
雇
主
巳
之
助
と
も
同
様
申
立
て
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
右
場
所
の
様
子
に
つ
い
て
最
初
武
十
郎
手
代
が
や
っ
て
来
た
際
の
見
分
の
趣
も
聞
い
て
い
ま
す
が
、
な
お
ま
た
再
検
使
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と
し
て
同
役
並
び
に
私
組
同
心
を
差
遣
わ
せ
て
改
め
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
安
兵
衛
は
右
墓
所
建
物
の
梁
木
よ
り
帯
を
結
ん
で
下
げ
、
首
を

く
く
っ
て
果
て
て
い
ま
し
た
。
か
ら
だ
全
体
に
疵
は
な
く
、
全
く
自
滅
に
相
違
な
く
み
え
、
み
き
は
咽
よ
り
面
体
へ
か
け
て
変
色
し
て

腫
れ
て
い
る
だ
け
で
、
く
く
り
目
の
跡
そ
の
ほ
か
疵
等
は
な
い
と
、
聞
い
て
い
ま
す
。
落
着
の
節
、
右
安
兵
衛
死
骸
は
取
捨
て
る
よ
う

申
渡
す
べ
き
と
存
じ
ま
す
。（
以
上
、
朱
書
）

右
吟
味
い
た
し
ま
し
た
趣
旨
は
書
面
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
仕
置
の
儀
、
黄
紙
下
ケ
札
を
も
っ
て
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。
以
上

丑
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
坂
和
泉
守

　

つ
ぎ
に
、「
黄
紙
下
ケ
札
」（
大
坂
町
奉
行
が
城
代
へ
進
達
し
た
擬
律
の
要
旨
）
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

　

み
き
は
、
奉
公
人
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
み
だ
り
に
安
兵
衛
と
密
通
の
う
え
同
人
に
従
い
出
奔
し
て
い
ま
す
。
相
対
死
の
こ
と
は

安
兵
衛
が
勧
め
る
の
を
断
っ
た
け
れ
ど
も
、
聞
き
入
れ
ず
抱
帯
に
て
理
不
尽
に
喉
を
し
め
ら
れ
て
、
し
ば
ら
く
悶
絶
し
ま
し
た
。
相
対

死
を
得
心
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
弁
解
し
て
い
ま
す
が
、
安
兵
衛
は
相
果
て
て
い
る
の
で
、
片
方
の
言
い
分
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
み
き
雇
主
並
び
に
親
類
ど
も
も
安
兵
衛
の
理
不
尽
の
仕
方
と
存
じ
て
い
て
、
み
き
に
申
し
訳
な
い
と
い
っ
て
い
る

の
で
、「
急
度
叱
り
置
き
」
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
城
代
は
奉
行
へ
、「
み
き
は
、
伺
の
通
り
急
度
叱
り
置
き
申
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（
附
札
）
と
差
図
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
件
の
「
例
」（
先
例
）
と
し
て
伺
書
に
記
さ
れ
て
い
る
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
城
代
稲
葉
丹
後
守
が
差
図
し
た
相
対
死
一

件
の
内
容
は
こ
う
で
あ
る
。
茶
立
奉
公
人
あ
さ
は
、
相
対
死
の
申
合
せ
は
し
て
い
な
い
と
申
立
て
て
い
る
が
、
和
七
が
果
て
た
う
え
は

片
口
な
の
で
採
用
で
き
な
い
。
奉
公
の
身
柄
で
密
通
に
及
び
出
奔
す
る
こ
と
を
申
合
せ
て
、
難
波
村
ま
で
付
添
っ
て
来
た
こ
と
は
、
品
々

始
末
紛
ら
わ
し
く
聞
こ
え
る
が
、
和
七
親
類
ど
も
が
、
同
人
の
理
不
尽
の
仕
方
と
存
じ
、
あ
さ
に
申
し
訳
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

町
奉
行
は
「
非
人
手
下
」
に
申
付
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
と
城
代
に
伺
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
城
代
は
、
あ
さ
に
「
急
度
叱
り
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江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

置
く
」
よ
う
差
図
し
て
い
る
。

　

先
例
（
享
和
二
年
城
代
稲
葉
丹
後
守
差
図
）
で
は
、
自
害
し
た
和
七
親
類
の
助
命
願
提
出
を
理
由
と
し
て
、
大
坂
町
奉
行
は
茶
立
奉

公
人
あ
さ
に
「
非
人
手
下
」
を
申
付
け
る
べ
き
か
と
伺
っ
て
い
る
が
、
城
代
は
「
急
度
叱
り
置
き
」
と
い
う
軽
い
刑
罰
を
科
す
よ
う
差

図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
件
は
こ
の
心
中
事
件
を
先
例
と
し
て
、
み
き
は
「
急
度
叱
り
」
の
刑
罰
を
科
さ
れ
て
い
る
。

　

裁
判
例
1
で
は
、
百
姓
忰
新
七
は
い
さ
を
刺
殺
し
、
自
害
を
仕
損
じ
た
が
、
い
さ
両
親
の
助
命
願
が
出
さ
れ
、
外
に
子
細
も
な
か
っ

た
の
で
、
城
代
は
新
七
に
つ
い
て
「
下
手
人
」
に
は
及
ば
ず
「
中
追
放
」
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
評
定
所
で
は
「
大
坂
仕
来
り
」
は

否
定
さ
れ
て
い
る
。

　

裁
判
例
1
と
裁
判
例
4
を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
男
が
存
命
の
場
合
で
、
後
者
は
女
が
存
命
の
場
合
で
あ
る
。
御
定
書
（「
寛
政
刑

典
」）
に
よ
れ
ば
、「
但
、
男
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
下
手
人
、
女
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
三
日
晒
之
上
非
人
手
下
、
双
方
存
命
候
ハ
ヽ
、
三
日
晒

之
上
非
人
手
下
」
の
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
坂
で
は
女
が
存
命
の
場
合
、
自
害
し
た
相
手
親
類
か
ら
の
助

命
願
が
受
理
さ
れ
る
と
、
女
は
「
急
度
叱
り
」
と
い
う
軽
い
刑
罰
を
科
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
大
坂
仕
来
り
も
、
老
中
に
上
申
さ

れ
て
評
定
所
評
議
の
対
象
と
な
れ
ば
、
御
定
書
の
刑
罰
に
統
一
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
主
に
紹
介
し
た
「
三
奉
行
留
」
は
、『
祠
部
職
掌
類
聚
』
に
含
ま
れ
て
い
る
。『
祠
部
職
掌
類
聚
』
は
い
く
つ
か
の
史
料
群
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
中
心
的
な
史
料
群
が
「
三
奉
行
留
」
で
あ
る
。「
三
奉
行
留
」
に
は
、
評
定
所
一
座
評
議
の
対
象
と
な
っ

た
事
案
が
、
評
定
所
留
役（

11
（

に
よ
っ
て
年
次
別
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
な
か
か
ら
相
対
死
に
関
す
る
事
案
を
紹
介
し
て
い
る
。
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「
三
奉
行
留
」
を
繙
く
と
、
一
連
の
手
続
き
が
よ
く
わ
か
る
。
吟
味
伺
が
老
中
か
ら
寺
社
奉
行
（
評
定
所
一
座
の
主
任
）
に
渡
さ
れ
る

と
、
つ
ぎ
は
担
当
奉
行
に
廻
さ
れ
る
。
一
座
評
議
が
な
さ
れ
る
と
、
老
中
に
評
議
の
結
果
が
渡
さ
れ
、
伺
書
が
返
上
さ
れ
る
。
何
件
も

の
事
案
が
同
時
進
行
し
て
い
る
の
で
、
史
料
篇
で
（
中
略
）
と
記
し
て
い
る
箇
所
に
は
別
件
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

紹
介
し
た
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
片
方
が
生
き
残
っ
た
場
合
で
あ
る
。
奉
行
所
で
は
、
取
調
べ
に
お
い
て
片
方
の
申
口
（
片
口
）
と

親
類
な
ど
の
証
言
や
状
況
証
拠
な
ど
か
ら
相
対
死
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ど
の
よ
う
に
処
罰
さ
れ
た
か
を
整
理
し
て
み

る
と
、

　
　

裁
判
例
1
で
は
、
男
が
生
き
残
り
、
下
手
人
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

裁
判
例
2
で
は
、
主
人
孫
娘
が
生
き
残
り
、
百
日
押
込
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

裁
判
例
3
で
は
、
弟
分
（
若
衆
）
が
自
害
し
て
、
兄
分
（
念
者
）
が
生
き
残
り
、
下
手
人
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

裁
判
例
4
の
み
、
大
坂
城
代
の
差
図
で
あ
る
。
女
が
生
き
残
り
、
急
度
叱
り
に
処
さ
れ
て
い
る
。
三
日
晒
の
う
え
非
人
手
下
に
処

せ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

恋
愛
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
百
姓
の
忰
と
飯
盛
女
の
恋
、
主
人
の
孫
娘
と
下
男
の
恋
、
男
同
士
の
恋
、
日
雇
い
の
男
と
茶
立
女
の
恋

は
、
い
ず
れ
も
実
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

男
女
が
存
命
の
場
合
に
、
三
日
晒
の
う
え
非
人
手
下
の
刑
罰
を
科
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
自
由
な
恋
愛
は
、
主
従
の
別
や

男
女
の
別
を
重
ん
じ
る
倫
理
観
念
を
否
定
す
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
真
情
を
証
拠
立
て
る
行
為
（
心
中
）
を
人
非
人
の
所
行

で
あ
る
と
し
て
、「
非
人
へ
下
さ
れ
る
刑
罰
」
を
科
し
て
い
る
。
心
中
に
た
い
す
る
刑
罰
に
は
、
人
非
人
の
行
為
を
す
る
畜
生
同
様
の
者

に
は
「
畜
生
の
仕
置
」
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
権
力
者
側
の
思
考
方
法
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
評
定
所
一
座
評
議
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
御
定
書
遵
守
と
先
例
尊
重
主
義
の
原
則
の
も
と
で
、
裁
判



二
三

江
戸
時
代
の
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中
と
裁
判

例
1
の
大
坂
城
代
松
平
和
泉
守
、
裁
判
例
2
の
公
事
方
勘
定
奉
行
安
藤
弾
正
少
弼
、
裁
判
例
3
の
町
奉
行
牧
野
大
隅
守
は
、
い
ず
れ
も

裁
判
官
と
し
て
誠
実
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
裁
判
例
4
の
松
平
右
京
大
夫
輝
延
は
『
大
坂
都
督
所
務
類
纂
』

の
編
纂
者
で
あ
り
、
父
松
平
輝
高
と
兄
輝
和
は
、『
祠
部
職
掌
類
聚
』
の
編
纂
者
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
祠
部
職
掌
類
聚
』

お
よ
び
『
大
坂
都
督
所
務
類
纂
』
は
、
幕
府
法
曹
官
僚
の
働
き
を
知
る
う
え
で
も
貴
重
な
史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

注（1
）�『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
第
十
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）
二
三
頁
。

（
2
）�

同
書
四
〇
―
四
一
頁
。

（
3
）�

同
書
二
一
頁
。

（
4
）�

同
書
二
四
頁
。

（
5
）�

橋
本
久
・
牧
田
勲
・
山
田
勉
「
丹
波
篠
山�

青
山
文
庫
所
蔵
『
祠
部
職
掌
類
聚
・
祠
部
職
掌
雑
簒
』
目
録
」・「
丹
波
篠
山�

青
山
文
庫
所
蔵
『
祠
部
職

掌
類
聚
・
祠
部
職
掌
雑
簒
』
目
録
（
続
）」（『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
』
第
四
三
号
・
第
四
四
号
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
っ
て
、
史
料
群
の

構
成
と
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
）�

吉
田
徳
夫
・
小
椋
孝
士
編
『
近
世
法
制
史
資
料
集
成
（
Ⅰ
）―（
Ⅶ
）』（
株
式
会
社
科
学
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。

（
7
）�

大
坂
市
中
に
、「
享
保
七
年
六
月
五
日　

心
中
之
狂
言
致
候
芝
居
幷
絵
草
紙
屋
共
可
致
吟
味
之
事
」（『
大
阪
市
史
第
三
』
二
二
二
頁
）
の
御
触
が
出

さ
れ
、
つ
い
で
、「
享
保
八
年
二
月
廿
三
日　

男
女
相
対
死
之
者
之
儀
、
絵
草
紙
狂
言
抔
ニ
仕
間
敷
之
事
」、「
同
日　

男
女
相
対
死
之
事
」（
同
書
二

二
六
頁
）
の
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）�『
棠
蔭
秘
鑑　

享
』（
御
定
書
下
巻
）（『
徳
川
禁
令
考
別
巻
』（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
、
九
二
―
九
三
頁
）、『
徳
川
禁
令
考
後
集
第
三
』（
創
文
社
、

一
九
六
〇
年
、
八
七
―
九
四
頁
）、『
享
保
撰
要
類
集
第
一
』
石
井
良
助
編
近
世
法
制
史
料
叢
書
別
篇
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
四
年
、
七
八
―
七
九

頁
）、『
撰
要
類
集
第
一
』
校
訂
辻
達
也
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
二
年
、
四
〇
―
四
一
頁
）。
な
お
、
服
藤
弘
司
氏
は
井
戸
田
博
史
論
文
（「
江

戸
時
代
の
相
対
死
に
関
す
る
一
考
察
」）
の
書
評
の
な
か
で
、
公
事
方
定
書
下
巻
第
五
〇
條
の
肩
書
「
享
保
七
年
極
」
は
、「
享
保
八
年
極
」
に
訂
正

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（『
法
制
史
研
究
』
二
八
、
創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
二
四
三
―
二
四
五
頁
）。
た
だ
し
、
後
述
の
裁
判



二
四

例
2
に
お
い
て
も
、「
右
享
保
七
寅
年
男
女
申
合
相
果
候
も
の
儀
ニ
付
（
下
略
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）�『
馬
場
文
耕
集
』
叢
書
江
戸
文
庫
12
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
、
二
九
七
―
二
九
九
頁
）。
本
書
は
広
く
流
布
し
た
ら
し
く
、
現
存
す
る
も
の
は

五
十
余
部
に
及
ぶ
。
本
書
は
文
耕
の
吉
宗
治
世
礼
賛
の
集
大
成
の
書
で
あ
る
（
岡
田
哲
氏
の
同
書
解
題
に
よ
る
）。
な
お
、『
卯
花
園
漫
録
』
や
『
我

衣
』
に
は
、
相
対
死
と
い
う
名
称
は
、
大
岡
越
前
守
の
創
意
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
三
田
村
全
集
二
七
頁
）。

（
10
）�

前
掲
『
徳
川
禁
令
考
別
巻
』。　

（
11
）�「
安
永
四
年
古
書
物
改
覚
日
記
」（『
竹
田
家
文
書
』）。
役
儀
を
勤
め
た
者
は
、
両
人
の
衣
装
を
給
わ
っ
た
（「
御
番
所
様
之
御
大
法
之
給
り
事
」）。

（
12
）�

藤
原
有
和
「
平
人
と
被
差
別
民
と
の
婚
姻
・
雇
用
を
め
ぐ
る
裁
判
に
つ
い
て

―
大
坂
町
奉
行
所
吟
味
伺
書
の
考
察

―
」（
寺
木
伸
明
・
藪
田
貫

編
『
近
世
大
坂
と
被
差
別
民
社
会
』
清
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）。

（
13
）�

中
島
三
佳
『
宿
場
町
枚
方
と
く
ら
わ
ん
か
』（
一
九
八
二
年
、
三
八
頁
）。

（
14
）�

福
山
昭
・
山
口
尚
子
「
近
世
枚
方
宿
と
飯
盛
女
」（『
枚
方
市
史
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
七
五
年
、
二
八
頁
）。

（
15
）�『
枚
方
市
史
』
第
九
巻
（
枚
方
市
、
一
九
七
四
年
、
五
二
八
頁
）。

（
16
）�

前
掲
書
五
二
九
頁
。

（
17
）�

当
時
は
、
死
体
見
物
流
行
の
風
潮
が
あ
っ
た
（
氏
家
幹
人
『
江
戸
の
性
風
俗　

笑
い
と
情
死
の
エ
ロ
ス
』
講
談
社
、
一
九
九
八
年
、
一
八
五
―
一
九

五
頁
）。

（
18
）�

評
定
所
一
座
は
寺
社
奉
行
四
人
、
町
奉
行
二
人
、
公
事
方
勘
定
奉
行
二
人
、
こ
れ
を
評
定
所
一
座
と
い
う
（『
旧
事
諮
問
録
』
青
蛙
房
、
一
九
七
五

年
、
八
六
頁
）。

（
19
）�

本
件
は
、
代
官
所
支
配
内
の
事
件
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
事
件
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
扱
い
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
代
官
に
は
、
原
則
と
し
て
手
限
仕

置
権
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
支
配
所
限
り
の
事
件
を
勘
定
奉
行
の
全
面
的
な
統
制
の
も
と
に
処
置
す
る
こ
と
が
、
代
官
の
裁
判
官
と
し
て
の
本
務

だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』）
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
、
四
六
〇
―
四
六
一
頁
）。

（
20
）�

男
同
士
の
性
愛
行
為
で
あ
る
男
色
（
な
ん
し
ょ
く
）
は
、
我
が
国
で
も
古
く
か
ら
見
ら
れ
た
。
板
坂
則
子
氏
は
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
れ
ら
は
同
性
同
士
の
対
等
な
恋
愛
で
は
な
く
、
す
で
に
成
人
し
た
年
長
の
者
が
成
人
前
の
美
少
年
を
相
手
に
す
る
と
い
う
、
固
定
的
な
上
下
関

係
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
を
持
っ
て
い
る
。
十
代
の
少
年
期
に
あ
る
美
少
年
が
異
様
に
持
て
は
や
さ
れ
る
風
潮
が
、
中
世
（
鎌
倉
・
室
町
期
）
か
ら
江

戸
期
に
か
け
て
蔓ま
ん

延え
ん

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
期
に
は
、
こ
の
美
少
年
を
「
若
衆
」
と
呼
ん
だ
。
対
し
て
彼
を
愛
す
る
年
長
の
者
は
「
念ね
ん

者じ
ゃ

」
と



二
五

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

呼
ば
れ
た
。
念
者
は
常
に
性
器
を
挿
入
す
る
者
で
あ
り
、
若
衆
は
性
器
を
挿
入
さ
れ
る
者
で
あ
る
。
両
者
の
立
場
は
固
定
的
で
あ
り
、
情
交
に
お
い

て
対
等
な
関
係
で
は
な
い
。
念
者
が
若
衆
に
思
い
を
か
け
、
若
衆
が
そ
の
志
を
受
け
入
れ
て
、
男
色
の
恋
は
成
就
す
る
」（
朝
日
選
書
九
六
〇
『
江

戸
時
代�

恋
愛
事
情�

若わ
か

衆し
ゅ

の
恋
、
町
娘
の
恋
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
一
八
頁
）。

（
21
）�
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
大
田
南
畝
が
著
わ
し
た
『
一
言
一
話
』
の
「
男
色
相
対
死
」
の
条
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
是
も
同
じ
年
〔
天

明
元
年
〕
七
月
の
頃
也
と
か
や
、
駿
河
国
宝
泰
寺
下
男
（
年
の
項
三
十
余
）
富
士
根
方
の
あ
る
寺
の
所
化
僧
（
十
八
歳
）
の
美
色
に
め
で
ゝ
、
駿
州

杉
縄
手
三
の
森
（
御
代
官
領
）
に
て
心
中
せ
し
が
、
下
男
は
所
化
を
殺
し
、
己
は
死
も
や
ら
で
抱
き
居
り
し
を
、
土
人
見
と
が
め
て
公
に
訴
え
し
と
、

久
能
御
廟
番
榊
原
越
州
公
の
直
話
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
随
筆
大
成
〈
別
巻
第
一
巻
〉
一
言
一
話
〈
1
〉』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、

七
一
―
七
二
頁
）。

（
22
）�『
御
仕
置
例
類
集
（
古
類
集
）
拾
九
之
帳
』
一
四
五
三
、
天
明
二
寅
年
御
渡
。

（
23
）�

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
生
れ
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
歿
。
大
河
内
松
平
家
第
六
代
当
主
（
第
五
代
高
崎
城
主
）。
同
家
第
四
代
輝
高
の
三
男
。

寺
社
奉
行
（
享
和
二
年
～
文
化
十
二
年
）、
大
坂
城
代
（
文
化
十
二
年
～
文
政
五
年
）、
老
中
（
文
政
六
年
～
同
八
年
）
を
勤
め
る
。
な
お
、
同
家
第

四
代
輝
高
は
、
寺
社
奉
行
、
大
坂
城
代
、
京
都
所
司
代
、
老
中
を
勤
め
、
同
家
第
五
代
輝
和
は
、
寺
社
奉
行
、
大
坂
城
代
を
勤
め
て
い
る
（『
高
崎

市
史
第
三
巻
』
な
ど
に
よ
る
）。
三
代
続
け
て
幕
府
の
重
職
で
あ
る
寺
社
奉
行
と
大
坂
城
代
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
24
）�（
19
）
前
掲
書
、
八
五
八
頁
。

（
25
）�

元
伏
見
坂
町
の
茶
屋
の
な
か
で
は
伏
見
屋
善
兵
衛
が
最
も
大
き
い
。
茶
立
奉
公
人
の
数
は
一
軒
に
二
名
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
文
化
十
三
年
の
宗
門

人
別
帳
に
よ
れ
ば
、
伏
見
屋
善
兵
衛
に
は
、
茶
立
の
ほ
か
に
下
女
十
六
人
と
下
人
三
人
が
い
る
。
下
女
み
き
は
、
文
化
九
年
人
別
帳
か
ら
現
わ
れ
る

の
で
、
十
五
歳
の
と
き
奉
公
に
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
文
政
二
年
宗
門
人
別
帳
に
は
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
（
牧
英
正
『
近
世
日
本
の
人

身
売
買
の
系
譜
』
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
、
四
〇
二
―
四
〇
四
頁
）。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
奉
公
の
年
季
が
明
け
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

（
26
）�

旧
幕
時
代
に
評
定
所
留
役
を
勤
め
た
こ
と
の
あ
る
小
俣
景
徳
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
○
評
定
所
留
役
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
り

ま
す
か
。
◎
留
役
は
一
切
の
書
類
を
書
き
留
め
る
役
で
あ
り
ま
す
。
元
来
は
奉
行
と
い
う
も
の
が
裁
判
官
で
あ
っ
て
、
留
役
に
任
せ
る
わ
け
の
も
の

で
は
な
い
。
な
い
け
れ
ど
も
却
っ
て
奉
行
よ
り
は
下
役
の
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
留
役
に
任
せ
る
。
そ
の
留
役
は
二
十
人
い
る
。
本
来
は
書
記

官
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
書
記
官
に
判
事
の
役
を
兼
ね
さ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
」（『
旧
事
諮
問
録
』
八
一
頁
）。



二
六

〔
史
料
〕

裁
判
例
1
　
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
河
内
国
の
百
姓
忰
新
七

と
飯
盛
女
い
さ
の
心
中
事
件
（「
明
和
二
酉
年
従
正
月
至
八
月
　
三
奉

行
留
」『
祠
部
職
掌
類
聚
1
・
4
』
所
収
）

一�

酉
七
月
六
日
美
濃
守（

（
（

殿
衆
ゟ
到
来
、
伊
賀
守（

（
（

殿
ゟ
御
廻
之
由

　
　（
朱
書
）

　
　「�

酉
七
月
五
日
　
周
防
守
（
（
（

殿
　 �

伊
賀
守
　
江
評
議
い
た
し
申
上
候
様�

豊
前
守
（
（
（

被
仰
聞
御
直
ニ
御
渡
」

河
州
茨
田
郡
中
振
村
百
姓
新
兵
衛
同
家
忰
新
七
、
同
州

同
郡
伊マ

マ
加
賀
村
伊
兵
衛
下
女
い
さ
と
相
対
死
仕
損
シ
、
い

さ
を
差
殺
、
新
七
自
害
仕
損
候
処
、
助
命
願
之
儀
、
松
平

和
泉
守（

（
（

ゟ
之
書
状
壱
通

一�

酉
七
月
九
日
美
濃
守
殿
衆
ゟ
到
来
、
伊
賀
守
殿
衆
ゟ
被
相
廻

候
由
ニ
て

　
　
　（
朱
書
）

　
　
　「
酉
七
月
八
日 

　
　
伊
賀
守

　
　
　
　
　
右
京
大
夫
（
（
（

殿
　
越
前
守
（
（
（

　
江
御
直
御
渡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弾
正
少
弼
（
（
（

　
　（
中
略
）

一�

酉
七
月
十
五
日
伊
賀
殿
ゟ
被
相
廻
、
美
濃
殿
ゟ
来

　
　
　（
朱
書
）

　
　
　「
酉
七
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
周
防
守
殿
江��

伊
賀
守�

御
直
ニ
上
ル
」�

�

豊
前
守

　
　
　
　
松
平
和
泉
守
書
面
之
趣
、
評
議
仕
申
上
候
書
付

　
　
　
　
　
　（
朱
書
）

　
　
　
　
　「
御
渡
被
成
候
和
泉
守
書
状
壱
通
相
済
本
ノ
マ

返ヽ
上
」　
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
定
所
一
座

当
月
五
日
御
渡
被
成
候
松
平
和
泉
守
書
面
一
覧
仕
候
処
、
鵜
殿

出
雲
守（

（
（

申
聞
候
者
、
多
羅
尾
四
郎
右
衛
門
御
代
官
所
河
州
茨
田

郡
中
振
村
百
姓
新
兵
衛
同
家
忰
新
七
儀
、
同
御
代
官
所
同
郡
伊

加
賀
村
字
丞
ヶ
告

谷
か
本
ノ
マニヽ

而
、
御
代
官
所
同
郡
泥
町
村
丸
屋
伊
兵
衛

下
女
い
さ
於
差
殺
、
新
七
儀
致
自
害
候
処
、
存
命
之
段
訴
出
、

町
奉
行
両
組
同
心
共
差
遣
為
相
改
、
新
七
ハ
居
村
江
預
ヶ
疵
養

生
申
付
、
い
さ
死
骸
者
仮
片
付
置
候
、
新
七
疵
平
癒
ニ
付
、
遂

吟
味
候
処
、
相
対
死
仕
損
候
ニ
相
違
無
之
候
ニ
付
、
下
手
人
申

付
、
い
さ
死
骸
一
所
引
捨
可
申
付
段
可
相
伺
も
の
ニ
御
座
候
処
、

右
い
さ
両
親
新
七
助
命
相
願
、
外
ニ
子
細
も
不
相
聞
候
ニ
付
、�



二
七

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

下
手
人
之
不
及
沙
汰
、
新
七
儀
中
追
放
申
付
、
い
さ
死
骸
ハ
向

寄
墓
所
江
引
捨
可
申
哉
之
旨
申
聞
候
、
去
申
十
一
月
堺
奉
行
懸

り
ニ
同
様
之
儀
有
之
候
処
、
先
例
も
有
之
ニ
付
、
伺
之
通
申
渡

候
様
相
達
、
右
例
を
以
此
度
出
雲
守
伺
之
通
、
御
仕
置
申
付
候

様
可
相
達
処
、
相
対
死
仕
損
双
方
存
命
ニ
候
得
ハ
非
人
手
下
ニ

相
成
候
御
定
ニ
准
し
候
而
者
願
之
通
助
命
申
付
候
共
、
非
人
手
下

ニ
申
付
候
儀
ニ
可
有
御
座
候
哉
、
大
坂
表
ニ
而
ハ
右
之
通
中
追
放

申
付
候
仕
来
ニ
候
得
共
、
御
当
地
御
仕
置
与
万
一
相
違
之
儀
無

御
座
候
哉
与
難
相
決
候
間
、如
何
可
申
付
候
哉
、先
達
而
堺
奉
行

伺
之
節
者
一
向
不
心
附
候
故
、
任
先
例
差
図
仕
候
由
ニ
御
座
候
、

此
儀
評
議
仕
候
処
、
相
対
死
仕
損
壱
人
存
命
ニ
て
罷
在
候
節
、

相
果
候
も
の
之
親
類
助
命
相
願
候
付
、
不
及
下
手
人
中
追
放

申
付
候
儀
ハ
大
坂
表
仕
来
之
由
ニ
候
得
共
、
相
対
死
仕
損
壱

人
存
命
之
も
の
助
命
願
之
儀
御
定
書
ニ
無
御
座
候
間
、
新
七

儀
御
定
之
通
下
手
人
、
い
さ
死
骸
者
取
捨
為
弔
申
間
敷
段
、

可
申
付
儀
ニ
奉
存
候
、
勿
論
大
坂
表
仕
来
之
由
ニ
者
御
座
候
得

共
、
御
定
書
ニ
も
無
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
右
之
通
被
仰
渡
可

然
哉
ニ
奉
存
候

右
評
議
仕
候
趣
、
書
面
之
通
ニ
御
座
候
、
御
渡
被
成
候
和
泉
守

書
面
壱
通
返
上
仕
候
、
以
上

　
　
酉
七
月

（
中
略
）

一
七
月
廿
一
日
美
濃
守
殿
ゟ
到
来
、
伊
賀
守
殿
ゟ
被
相
廻
之
候

　
由
ニ
て

　（
朱
書
）

　
　「
酉
七
月
五
日

　
　 

　
　
　
　
　
伊
賀
守

　
　 

周
防
守
殿
　
豊
前
守

　
　 

　
　
　
　
　
弾
正
少
弼
　�

江
御
渡
評
議
い
た
し
可
申
上
旨
被
仰
聞

候
ハ
評
定
所
御
詮
儀
留
ニ
□
□
無
之
」

以
別
紙
申
上
候
鵜
殿
出
雲
守
申
聞
候
ハ
、
多
羅
院

本
ノ
マ
ヽ四

郎
右
衛

門
御
代
官
所
河
州
茨
田
郡
中
振
村
百
姓
新
兵
衛
同
家
忰
新
七

儀
、
同
御
代
官
所
同
州
伊
加
賀
村
山
内
字
丞
ヶ
谷
与
申
所

ニ
て
、同
御
代
官
所
同
州
同
郡
泥
町
村
丸
屋
伊
兵
衛
下
女
い
さ

を
差
殺
、
新
七
致
自
害
候
処
、
存
命
之
段
、
当
四
月
訴
出
、
町

奉
行
両
組
同
心
共
差
遣
為
相
改
、
新
七
ハ
居
村
江
預
疵
養
生

申
付
、い
さ
死
骸
者
仮
片
付
置
候
、新
七
疵
平
癒
ニ
付
、遂
吟
味

候
処
、相
対
死
仕
損
候
ニ
相
違
無
御
座
候
付
、下
手
人
申
付
、



二
八

い
さ
死
骸
一
所
引
捨
可
申
付
段
、
可
相
伺
者
ニ
御
座
候
処
、

内
藤
十
右
衛
門
御
代
官
所
摂
州
西
成
郡
木
津
村
北
ノ
町
道
喜

後
家
く
め
借
屋
い
さ
両
親
百
姓
太
兵
衛
同
妻
す
ま
儀
、
新
七

助
命
相
願
、
外
ニ
子
細
も
不
相
聞
候
ニ
付
、
下
手
人
之
不
及

沙
汰
、
新
七
儀
中
追
放
申
付
、
い
さ
死
骸
ハ
向
寄
墓
所
江
引

捨
可
申
付
哉
之
旨
申
聞
候
、
去
申
十
一
月
堺
奉
行
坂
部
土
佐

守（
（1
（

申
聞
ハ
、
同
六
月
内
藤
十
右
衛
門
御
代
官
所
泉
州
尾
崎
村

佐
渡
屋
新
助
同
家
忰
新
七
義
、
同
村
漁
師
三
治
郎
娘
ろ
く
を

新
助
土
蔵
ニ
而
差
殺
、
新
七
致
自
害
候
処
、
存
命
ニ
て
罷
在
候

付
、
疵
養
生
申
付
、
致
平
癒
候
付
、
遂
吟
味
候
之
処
、
相
対

死
仕
損
候
ニ
相
違
無
御
座
候
ニ
付
、下
手
人
ニ
可
申
付
段
、可

相
伺
処
、
ろ
く
両
親
三
治
郎
同
妻
き
よ
其
外
親
類
村
役
人
共

助
命
相
願
候
ニ
付
、
中
追
放
可
申
付
哉
之
段
、
土
佐
守
申
聞

候
ニ
付
、
相
糺
候
処
、
先
例
も
有
之
ニ
付
、
伺
之
通
御
仕
置

申
渡
候
様
相
達
申
候
、
右
例
を
以
此
度
も
出
雲
守
伺
之
通
、

御
仕
置
申
付
候
様
可
相
達
、
相
対
死
仕
損
、
双
方
存
命
候
得

者
非
人
手
下
ニ
相
成
候
御
定
ニ
准
候
而
ハ
、
い
さ
親
共
願
之
通

新
七
助
命
申
付
候
共
、
非
人
手
下
ニ
申
付
候
儀
ニ
可
有
候

本
ノ
マ
ヽ御

座
候
哉
、
此
評

本
ノ
マ

ニヽ
而
者
右
之
通
中
追
放
申
付
候
仕
来
ニ
御
座
候

得
共
、
其
表
御
仕
置
と
万
一
相
違
之
義
ハ
無
御
座
候
哉
と
心

附
候
而
者
難
相
決
奉
存
候
付
申
上
候
、
此
度
如
何
可
申
付
哉
、

先
達
而
堺
奉
行
相
伺
候
節
ハ
右
之
趣
一
向
ニ
心
附
不
申
候
故
、

任
先
例
差
図
仕
候
儀
ニ
御
座
候
、
依
之
奉
伺
候
、
宜
敷
御
差

図
被
成
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
六
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
和
泉
守

　
　
　
　
松
平
右
近
将
監（

（（
（

様

　
　
　
　
松
平
右
京
大
夫
様

　
　
　
　
松
平
周
防
守
様

　
　
　
　
阿
部
伊
予
守（

（1
（

様

　（
中
略
）

 

（
朱
書
）

　「
酉
七
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

伊
賀
守

　
　
　
　 

周
防
守
殿
　
豊
前
守
　
江
御
渡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

弾
正
少
弼

　
　
　
　
　
評
定
所
一
座
江

先
達
而
致
評
議
被
申
聞
候
、
松
平
和
泉
守
ゟ
申
越
候
鵜
殿
出



二
九

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

雲
守
申
聞
候
、
多
羅
尾
四
郎
右
衛
門
御
代
官
所
河
州
茨
田
郡

中
根

本
ノ
マ


ヽ村

百
姓
新
兵
衛
忰
新
七
、
同
国
同
郡
泥
町
村
丸
屋
伊
兵

衛
下
女
い
さ
与
相
対
死
仕
損
候
御
仕
置
之
義
被
申
聞
候
通
相

済
候

　
　
七
月

裁
判
例
2
　
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
主
人
孫
娘
そ
ね
と
下
男

斧
右
衛
門
の
心
中
事
件
（「
明
和
二
酉
年
従
正
月
至
八
月
　
三
奉
行

留
」『
祠
部
職
掌
類
聚
1
・
4
』
及
び
「
明
和
二
酉
年
従
正
月
至
九
月
　

三
奉
行
留
下
り
物
」『
祠
部
職
掌
類
聚
1
・
5
』
所
収
）

酉
五
月
廿
四
日
御
請
取
被
成
候

（
朱
書
）

　「
酉
五
月
廿
四
日

　
　
　
右
京
大
夫
殿
江 

美
濃
守�

江
御
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

弾
正
少
弼

　
　
　
　
尤
町
奉
行
江
も
相
達
候
様
被
仰
聞
候
」　
　
右
京
大
夫

　
　
甲
州
大
曾
根
恵
助
娘
そ
ね
儀
相
対
死
仕
損
候
一
件

　
　
吟
味
仕
候
趣
申
上
候
書
付
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
十
二
日

　
御
仕
置
附
壱
通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
藤
弾
正
少
弼

　（
中
略
）

（
朱
書
）

　「
八
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
賀
守

　
　
　
右
京
大
夫
殿
江
　
豊
前
守
江
　
御
直
渡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
隅
守

（
朱
書
）

　「
中
」　
　
　
評
定
所
一
座
江

　
　�

安
藤
弾
正
少
弼
懸
り
甲
州
都
留
郡
□
根
村
百
姓
恵
助
娘
そ

ね
御
仕
置
先
達
而
致
評
議
被
申
聞
候
通
相
済
候

�

（
以
上
、『
祠
部
職
掌
類
聚
1
・
4
』
所
収
）

松
平
伊
賀
守
様
衆
ゟ
来

（
表
紙
）

「（
朱
書
）

　「
酉
五
月
廿
四
日

　
　
　
右
京
大
夫
殿
ゟ�

美 

濃 

守�

江
御
渡
　
　
　
右
京
大
夫�

�

弾
正
少
弼

　
　
　
　
　
尤
町
奉
行
江
も
相
達
候
様
被
仰
聞
候
」

　
　
甲
州
大
曾
根
村
恵
助
娘
そ
ね
儀
相
対
死

　
　
仕
損
候
一
件
吟
味
仕
候
趣
申
上
候
書
付



三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
藤
弾
正
少
弼
　
」

元
会
田
伊
右
衛
門
当
時
大
岡
十
三
郎
御
代
官
所
甲
州
都
留
郡
大

曾
根
村
百
性
恵
助
娘
そ
ね
儀
、
去
々
未
年
十
一
月
廿
八
日
同
村

内
字
ほ
そ
入
ニ
而
首
縊
、
幷
そ
ね
祖
父
次
郎
左
衛
門
下
男
斧
右�

衛
門
儀
も
同
所
ニ
而
首
縊
い
た
し
相
果
、
そ
ね
ハ
存
命
ニ
而
罷
在

候
旨
、
伊
右
衛
門
御
代
官
所
之
節
訴
出
、
同
人
方
ニ
而
吟
味
い

た
し
申
聞
候
得
共
、
難
相
分
儀
有
之
候
間
、
一
件
呼
出
申
聞
候

処
、
そ
ね
義
首
縊
候
帯
手
掛
切
、
両
度
谷
間
江
落
入
、
惣
身
痛

生
死
難
計
間
、
難
差
出
旨
申
聞
候
付
、
快
気
次
第
差
出
候
様
申

渡
置
候
処
、
漸
此
節
差
出
候
程
ニ
相
成
候
由
、
当
時
之
御
代
官

大
岡
十
三
郎
申
聞
候
由
、
私
方
江
呼
出
吟
味
仕
候
趣
左
ニ
申
上

候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
岡
十
三
郎
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
州
都
留
郡
大
曾
根
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
恵
助
娘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酉
弐
拾
二
歳

　
　
　
　
　（
黄
紙
下
ヶ
札
）

此
そ
ね
義
下
男
斧
右
衛
門
与
度
々
密
通
い
た
し
な
か
ら
、

相
対
死
之
義
不
得
心
与
申
段
難
立
、
殊
ニ
斧
右
衛
門
相
果

候
上
ハ
百
日
押
込
可
被
仰
付
候
哉

　�

但
、
斧
右
衛
門
死
骸
ハ
取
捨
、
為
弔
申
間
鋪
旨�

�

可
申
渡
候
哉

右
之
も
の
吟
味
仕
候
処
、
同
人
祖
父
次
郎
左
衛
門
儀
□
親
恵
助

与
ハ
別
宅
ニ
罷
在
、
そ
ね
義
幼
少
之
節
ゟ
次
郎
左
衛
門
方
ニ
而
養

育
を
請
罷
在
候
処
、
去
々
未
年
十
月
村
内
平
六
方
江
機
竹
借
り

ニ
参
候
途
中
ニ
而

　
　（
朱
書
）

 

「�

此
儀
平
六
吟
味
仕
候
処
、
そ
ね
義
機
竹
借
り
ニ
罷
越
候

段
、
無
相
違
旨
申
之
候
」

次
郎
左
衛
門
下
男
斧
右
衛
門
罷
越
、
谷
間
江
連
参
密
会
申
懸
候

間
、
及
断
候
得
共
、
再
応
申
勧
候
故
、
任
其
意
密
通
い
た
し
、

其
後
も
度
々
密
会
い
た
し
候
処
、
そ
ね
義
ハ
聟
を
取
、
祖
父
次

郎
左
衛
門
跡
式
相
続
い
た
し
候
積
り
、
兼
而
次
郎
左
衛
門
申
聞
、

勿
論
斧
左
衛
門
儀
も
右
之
段
存
罷
在
候
ニ
付
、
迚
も
夫
婦
ニ
相



三
一

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

成
候
義
ハ
難
叶
、
聟
之
相
談
相
極
候
而
者
密
通
い
た
し
候
義
も

難
成
間
、
何
方
江
も
連
立
退
可
申
段
、
斧
右
衛
門
申
候
得
共
、
立

退
候
儀
者
難
成
段
申
聞
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
相
対
死
可
致
旨
、
斧

右
衛
門
申
勧
候
ニ
付
、
承
知
之
趣
ニ
及
挨
拶
置
候
、
然
ル
処
同

年
十
一
月
廿
八
日
朝
同
村
弥
五
兵
衛
方
江
絹
之
繋
糸
貰
ひ
ニ
可

参
与
存
、
宿
元
を
罷
出
候
処
、
途
中
江
斧
右
衛
門
罷
越
、
兼
而
申

合
候
通
立
退
候
義
者
難
成
候
ハ
ヽ
相
対
死
可
致
段
、
達
而
申
聞
、

字
ほ
と
入
与
申
所
江
連
参
り
、
斧
右
衛
門
ハ
持
鎌
ニ
而
自
害
い
た

し
候
間
、
首
縊
候
様
申
聞
候
ニ
付
、
不
得
心
ニ
候
得
共
、
可
遁

様
無
之
間
、
覚
悟
を
極
任
其
意
居
候
処
、
斧
右
衛
門
い
た
し
居

候
古
帯
を
木
之
枝
ニ
懸
ヶ
、
そ
ね
首
を
縊
、
谷
之
方
江
突
候
処
、

帯
切
レ
落
候
故
、
又
候
同
人
所
持
之
手
拭
を
結
ひ
合
縊
呉
候
処
、

是
又
切
落
両
度
谷
間
江
落
、
惣
身
を
打
、
気
絶
致
し
候
間
、
其

後
之
儀
ハ
一
向
覚
不
申
候
、
右
躰
下
男
斧
右
衛
門
与
□
□
密
通

い
た
し
な
か
ら
、
相
対
死
之
義
不
得
心
と
申
□
難
□
□
斧
右
衛

門
相
果
候
上
ハ
可
申
立
様
無
之
誤
入
候
由
申
之
候

　（
朱
書
）

 

「
一�

斧
右
衛
門
死
骸
そ
ね
疵
所
、
会
田
伊
右
衛
門
手
代
見
分
仕

候
所
、
斧
右
衛
門
義
者
咽
幷
臍
下
部
弐
ケ
所
ニ
疵
有
之
相
果

罷
在
、
死
骸
側
ニ
血
附
候
鎌
有
之
、
鎌
ニ
而
自
滅
い
た
し
候

段
無
相
違
間
、
死
骸
塩
詰
申
付
、
そ
ね
儀
ハ
首
縊
候
跡
色

変
顔
幷
舌
ニ
疵
有
之
、
惣
身
不
相
叶
候
間
、
是
又
親
類
村
役

人
江
為
見
届
、療
養
申
付
置
候
由
、其
節
伊
右
衛
門
申
聞
、

当
四
月
十
三
郎
方
ゟ
差
出
見
届
候
所
、
疵
所
等
ハ
当
時
平

癒
い
た
し
候
得
共
、
右
之
腕
ハ
屈
伸
不
相
叶
幷
右
之
腰
歩

行
等
難
義
之
躰
ニ
而
、
此
度
も
漸
罷
出
候
段
無
相
違
相
見

候

　
一�

村
役
人
共
吟
味
仕
候
処
、
両
人
相
果
候
節
之
始
末
見
届
候

処
、
斧
右
衛
門
ハ
鎌
ニ
而
自
害
い
た
し
、
そ
ね
ハ
首
縊
生

死
難
計
躰
ニ
而
相
対
死
申
合
候
趣
ニ
相
見
江
、
其
外
伊
右
衛

門
手
代
見
分
之
通
無
相
違
旨
申
之
候

　
一�

そ
ね
祖
父
次
郎
左
衛
門
幷
恵
助
吟
味
仕
候
処
、
次
郎
左
衛

門
儀
恵
助
与
別
宅
ニ
而
罷
在
、
そ
ね
儀
ハ
幼
年
ゟ
次
郎
左
衛

門
方
ニ
而
致
養
育
、
そ
ね
申
口
之
通
、
次
郎
左
衛
門
跡
式

ハ
そ
ね
江
聟
を
取
相
続
い
た
し
候
積
り
、
兼
而
申
含
候
段

も
無
相
違
、
斧
右
衛
門
儀
も
平
日
実
躰
成
も
の
ニ
而
、
そ



三
二

ね
与
密
通
い
た
し
居
候
段
ハ
一
向
心
附
不
申
、
去
々
申
十

一
月
廿
八
日
朝
そ
ね
宿
元
ニ
不
相
見
候
間
、
次
郎
左
衛
門

女
房
竹
即
罷
出
候
処
、
字
ほ
そ
入
ニ
而
斧
右
衛
門
義
ハ
持

鎌
を
以
自
害
仕
、
そ
ね
儀
ハ
首
縊
候
様
子
ニ
而
谷
間
江
落
気

絶
仕
、
生マ

マ

難
計
躰
ニ
て
罷
在
候
故
、
驚
入
声
立
候
処
、
追
々

村
方
之
も
の
と
も
駈
集
り
候
義
ニ
而
尤
そ
ね
義
不
届
い
た

し
候
上
者
不
便
ニ
ハ
候
得
共
、
何
様
申
付
候
共
可
申
立
様

無
之
由
申
之
候

　
一�

斧
右
衛
門
兄
同
郡
綱
野
上
村
半
六
幷
斧
□
同
村
理
助
其
外

請
人
同
村
弥
一
右
衛
門
吟
味
仕
候
、
斧
右
衛
門
義
次
郎
左

衛
門
方
江
奉
公
尓
差
出
置
、
道
法
隔
候
故
其
節
之
義
ハ
不

存
候
得
共
、斧
右
衛
門
死
骸
幷
そ
ね
様
子
見
届
候
処
、全
相

対
死
ニ
無
相
違
、
斧
右
衛
門
義
主
人
之
孫
娘
与
密
通
い
た

し
相
対
死
申
合
候
段
、
不
届
之
儀
恐
入
候
間
願
筋
之
義
無

之
旨
申
之
候
」

右
吟
味
仕
候
趣
、
書
面
之
通
ニ
御
座
候
、
御
仕
置
之
義
黄
紙
附マ

マ

札
を
以
奉
伺
候
、
以
上

　
　
酉
五
月

　
　
御
仕
置
附
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
藤
弾
正
少
弼

大
岡
十
三
郎
御
代
官
所
甲
州
都
留
郡
大
曽
根
村
百
姓
恵

助
娘
そ
ね
御
仕
置
附
之
儀

右
享
保
七
寅
年
男
女
申
合
相
果
候
も
の
儀
ニ
付
、
御
書
付
之

内
此
度
大
坂
ニ
而
主
人
与
下
女
申
合
相
果
候
者
之
義
、
主
人

存
命
ニ
候
得
共
、
下
人
之
身
と
し
て
主
人
江
対
不
届
候
間
、
不

及
下
手
人
非
人
之
手
下
ニ
可
申
付
与
有
之
、
則
御
定
書
ニ
主
人

与
下
女
相
対
死
い
た
し
損
、
主
人
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
非
人
手
下
与

有
之
候
処
、
そ
ね
ハ
斧
右
衛
門
主
人
次
郎
左
衛
門
孫
娘
ニ
而

殊
ニ
聟
を
取
、
跡
式
為
致
相
続
候
も
の
ニ
付
、
主
人
ニ
准
し
候

も
の
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
主
人
之
娘
与
下
男
相
対
死
仕
損
、
右

娘
存
命
之
御
仕
置
御
定
書
ニ
無
御
座
候
、
勿
論
主
人
与
下
女

之
密
通
者
外
ニ
不
埒
無
之
候
得
者
御
咎
ハ
無
御
座
、
主
人
之
娘

与
致
密
通
候
も
の
ハ
中
追
放
、
娘
ハ
手
鎖
か
け
親
元
江
相
渡

候
御
定
ニ
御
座
候
間
、
右
之
趣
を
以
相
考
候
得
者
主
人
与
相
対

死
申
合
候
下
女
ゟ
ハ
主
人
之
娘
江
相
対
死
勧
申
合
候
下
男
ハ

格
別
不
届
ニ
御
座
候
間
、
そ
ね
義
相
対
死
い
た
し
損
存
命
ニ
而

罷
在
候
、主
人
之
御
定
江
者
相
当
申
間
敷
哉
奉
存
候
、併
下
男



三
三

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

与
密
通
仕
候
計
ニ
而
御
定
之
通
三
十
日
手
鎖
と
可
奉
伺
も
の
ニ

候
処
、
下
男
与
相
対
死
申
合
、
下
男
相
果
候
間
、
例
ハ
無
之
候

得
共
、
右
御
定
軽
重
を
相
考
、
所
払
以
上
ニ
も
可
奉
伺
処
、
右

之
腕
屈
伸
不
相
叶
、
右
之
腰
痛
歩
行
も
難
仕
段
無
相
違
、
右

躰
之
も
の
を
村
方
相
払
候
而
者
渡
世
も
相
成
不
申
、
尤
腕
屈

伸
不
相
成
候
故
、
手
鎖
ニ
も
難
奉
伺
御
座
候
、
是
以
例
者
無

御
座
候
得
共
百
日
押
込
与
御
咎
附
仕
候
　

一�

斧
右
衛
門
死
骸
ハ
塩
詰
ニ
致
置
候
得
と
も
、
相
対
死
申
合
候
ニ

相
決
候
ニ
付
、
逆
罪
ニ
不
及
、
死
骸
取
捨
、
為
弔
申
間
敷
旨
可

申
渡
哉
与
申
上
候
、
以
上

　
　
　
酉
五
月

�

（
以
上
、『
祠
部
職
掌
類
聚
1
・
5
』
所
収
）

裁
判
例
3
　
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
所
化
僧
祖
淳
と
召
仕
下

男
金
次
の
衆
道
に
て
心
中
事
件
（「
天
明
二
寅
年
従
正
月
至
十
二
月
　

三
奉
行
留
」『
祠
部
職
掌
類
聚
2
・
10
』
所
収
）

一
寅
六
月
六
日
因
幡
守（

（1
（

ゟ
来
、
翌
七
日
対
馬
守（

（1
（

へ
順
達

　
袋
上
「�

去
月
廿
三
日
御
渡
被
成
候�

�

小
田
切
喜
兵
衛
相
伺
候

駿
府
伝
馬
町
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕
下
男�

金
次
郎マ

マ
一
件
御
仕
置
之
儀
評
議
仕
候
趣
申
上
候
書
付

阿
部
備
中
守
様（
15
）

戸
田
因
幡
守
様
　
　
　
　
寅
六
月

井
上
河
内
守
様（
16
）　

　
　
　
桑
原
伊
予
守（
11
（

安
藤
対
馬
守
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廻
し

牧
野
豊
前
守
様（
17
）　

　
　
　
山
村
信
濃
守（

1（
（

牧
野
大
隅
守
様（
18
）

曲
渕
甲
斐
守
様（
19
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
帳
上

　
　
　「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
守（

11
（

　
　
　 
駿
府
伝
馬
町

　
　
　 
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕
下
男



三
四

　
　
　 

金
次
一
件
御
仕
置
奉
伺
候
書
付

　
　
　 
　
寅
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
廿
一
日
到
来

�

小
田
切
喜
兵
衛 

」

柴
村
藤
三
郎
御
代
官
所
駿
州
有
渡
郡
南
安
東
村
地
内
三
之
御
前

社
地
ニ
而
、
去
丑
八
月
廿
七
日
僧
俗
相
対
死
躰
ニ
而
僧
者
相
果
、

俗
者
存
命
ニ
罷
在
、
藤
三
郎
方
ニ
而
相
糺
候
処
、
僧
者
駿
州
伝
馬

町
宝
泰
寺
ニ
勤
罷
在
候
祖
淳
ニ
而
、
俗
者
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召

仕
下
男
金
次
ニ
而
、
其
旨
御
勘
定
奉
行
江
相
伺
候
処
、
私
方
江
引

渡
候
様
桑
原
伊
予
守
申
渡
候
由
、
藤
三
郎
申
聞
候
ニ
付
、
先
達

而
御
届
申
上
候
通
、
私
方
へ
請
取
、
金
次
儀
入
牢
申
付
置
吟
味

仕
候
処
、
左
之
通
ニ
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
府
伝
馬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
雲
院
召
仕
下
男

　
　
　
寅
三
月
十
九
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
次

�

寅
弐
十
五
才

此
金
次
儀
、
祖
淳
と
衆
道
ニ
而
相
対
死
申
合
、
祖
淳
相
果

候
処
、
此
者
死
損
し
候
上
者
下
手
人
可
申
付
候
哉

右
之
者
吟
味
仕
候
処
、
阿
部
備
中
守
在
所
備
後
国
福
山
罷
在
候
、

同
人
足
軽
坂
本
濱
右
衛
門
次
男
ニ
而
六
年
以
前
酉
年
在
所
を
罷

出
、
其
後
親
元
江
者
不
致
通
路
、
関
備
前
守
江
戸
屋
敷
足
軽
致

奉
公
候
処
、
去
ル
亥
年
九
月
備
前
守
当
地
御
加
番
之
節
供
致
し

参
、
去
々
子
九
月
迄
相
勤
、
備
前
守
交
代
前
暇
取
、
当
地
ニ
罷

在
、
町
家
之
奉
公
ニ
而
茂
可
致
与
存
、
兼
而
知
人
横
内
町
徳
右
衛

門
後
家
よ
ふ
方
江
参
、
奉
公
口
之
儀
頼
候
処
、
よ
ふ
申
候
者
同

人
姉
伝
馬
町
小
平
次
母
さ
ん
儀
者
致
賃
仕
事
所
々
江
出
入
候
ニ

付
、
奉
公
口
心
当
も
可
有
之
間
、
彼
方
江
参
頼
候
様
申
、
則
よ

ふ
ゟ
も
其
段
申
遣
、
さ
ん
方
へ
罷
越
右
之
趣
相
頼
候
処
、
伝
馬

町
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
奉
公
人
相
尋
候
由
ニ
而
、
さ
ん
致
同
道

罷
越
候
処
、
徳
雲
院
住
持
禅
那
儀
逢
候
而
、
先
当
分
雇
置
可
申

旨
申
之
、
去
々
子
十
月
ゟ
禅
那
方
へ
引
越
、
下
男
致
奉
公
候
所
、

請
状
等
者
不
致
候
へ
と
も
、
去
丑
年
同
様
相
勤
罷
在
候
、
然
ル

処
宝
泰
寺
学
寮
ニ
相
勤
候
僧
祖
淳
与
懇
意
ニ
相
成
、
衆
道
兄
弟
分�

之
致
契
約
、
金
次
義
兄
分
ニ
相
成
、
夜
分
宝
泰
寺
境
内
ニ
而
折
々

出
会
、
同
年
八
月
中
旬
祖
淳
申
口
者
往
々
遂
出
家
候
心
底
無
之

勧
学
も
難
相
成
候
間
、
何
方
江
成
共
立
退
致
還
俗
、
金
次
一
同



三
五

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

致
渡
世
度
旨
申
候
へ
と
も
、
金
次
義
身
分
之
取
廻
し
も
難
成
、

外
ニ
可
致
渡
世
手
段
無
之
、
難
及
力
旨
申
聞
候
処
、
祖
淳
儀
左

候
ハ
ヽ
自
害
致
し
候
外
致
方
無
之
旨
申
聞
候
ニ
付
、
祖
淳
致
自

害
候
儀
難
見
捨
、
一
同
相
果
可
申
旨
申
合
、
死
後
見
苦
敷
無
之

様
、
両
人
共
白
帷
子
相
調
江
尻
宿
ニ
而
出
会
候
積
申
合
、
同
月

廿
二
日
祖
淳
義
奥
津
宿
ニ
用
事
有
之
候
旨
申
立
、
宝
泰
寺
を
出
、

金
次
儀
者
丸
子
宿
生
国
之
者
致
止
宿
候
間
、罷
越
致
面
談
度
旨
、

禅
那
江
申
聞
罷
出
、
江
尻
宿
江
参
祖
淳
尓
出
会
、
其
夜
者
名
前
不

存
旅
籠
屋
ニ
泊
、
雨
天
ニ
而
同
廿
六
日
迄
致
逗
留
、
同
日
夕
方�

雨
晴
候
間
、
右
宿
を
出
同
夜
四
時
頃
、
南
安
東
村
地
内
三
之
御

斎
社
地
江
参
、
八
時
之
鐘
を
限
、
銘
々
致
自
害
候
積
申
合
、
用

意
之
白
帷
子
ニ
着
替
、
毛
氈
を
敷
罷
在
、
時
刻
ニ
相
成
候
ニ
付
、

金
次
儀
可
致
自
害
旨
申
候
処
、
祖
淳
儀
先
江
可
致
自
害
旨
申
、

前
後
を
争
候
内
、
祖
淳
儀
剃
刀
ニ
而
咽
を
掻
切
打
臥
候
間
、
金

次
儀
右
剃
刀
を
取
上
、
咽
を
掻
切
候
処
、
仕
損
し
候
ニ
付
、
猶

又
取
直
し
同
所
を
掻
候
と
者
存
候
得
と
も
、
其
後
之
儀
者
一
向

覚
不
申
、
柴
村
藤
三
郎
手
代
為
見
届
罷
越
候
節
、
正
気
付
仕
損

候
段
残
念
ニ
存
候
旨
申
之
候
ニ
付
、
意
趣
遺
恨
等
有
之
祖
淳
を

手
ニ
か
け
、
金
次
儀
自
害
仕
損
候
歟
、
又
者
両
人
と
も
致
悪
事
無

拠
致
自
害
候
儀
ニ
而
者
無
之
哉
与
察
当
申
聞
、
吟
味
仕
候
処
、
祖

淳
・
金
次
共
致
悪
事
候
義
者
勿
論
、
意
趣
遺
恨
等
之
儀
ニ
而
者
曾

而
無
之
、
前
書
申
立
候
通
衆
道
ニ
而
双
方
申
合
、
右
及
始
末
候
、

祖
淳
相
果
候
上
者
御
仕
置
相
願
候
由
申
之
候

　
　（
朱
書
）

 

「�

書
面
之
通
、
祖
淳
師
匠
駿
河
富
士
郡
原
田
村
之
内
滝
川

禅
宗
妙
善
寺
住
持
庸
善
病
気
ニ
付
、
代
宣
堅
相
尋
候
処
、

祖
淳
儀
去
ル
丑
四
月
行
脚
ニ
罷
出
、
宝
泰
寺
学
寮
ニ
罷

在
、
庸
禅マ

マ

弟
子
ニ
相
違
無
之
、
尤
本
文
相
対
死
仕
損
、
祖

淳
者
相
果
、
金
次
者
存
命
ニ
罷
在
候
始
末
者
吟
味
之
上
承

候
旨
申
之
、
双
方
相
対
之
上
祖
淳
儀
致
自
害
候
上
者
庸

禅マ
マ

儀
何
之
申
立
候
品
無
之
旨
宜
堅
申
之
候�

�

宝
泰
寺
役
僧
智
玉
相
尋
申
候
処
、
祖
淳
儀
去
丑
四
月
宝

泰
寺
江
参
、
学
寮
ニ
罷
在
度
旨
申
聞
候
ニ
付
差
置
候
処
、

同
年
八
月
廿
二
日
奥
津
宿
尓
罷
在
候
知
音
之
者
方
江
罷

越
度
旨
申
聞
候
も
差
遣
候
処
、
先
ヨ
リ
不
罷
帰
候
、
然

処
同
廿
七
日
南
安
東
村
地
内
三
之
御
斎
社
地
ニ
而
祖



三
六

淳
・
金
次
相
対
死
仕
損
、
祖
淳
者
相
果
、
金
次
者
存
命
ニ

罷
在
、
右
始
末
者
吟
味
之
上
承
り
候
旨
、
尤
右
両
人
相

対
死
之
儀
ニ
付
、
学
寮
衆
僧
之
内
子
細
存
候
者
者
勿
論
、

何
之
心
当
之
儀
も
無
之
与
智
玉
申
之
候�

�

柴
村
藤
三
郎
御
代
官
所
駿
州
有
渡
郡
南
安
東
村
御
蔵
番

市
郎
右
衛
門
・
同
村
組
頭
清
兵
衛
・
同
仁
兵
衛
相
尋
候

処
、
市
郎
右
衛
門
儀
去
丑
八
月
廿
七
日
朝
六
時
過
三
ノ

御
斎
社
地
近
辺
相
廻
候
処
、
右
社
地
ニ
而
僧
俗
両
人
致

自
害
候
躰
ニ
而
打
臥
罷
在
候
間
、
早
速
其
段
村
役
人
ニ
相

届
候
処
、
名
主
次
郎
左
衛
門
者
用
事
有
之
、
甲
府
へ
罷

越
候
ニ
付
、
組
頭
清
兵
衛
・
仁
兵
衛
罷
越
見
届
候
処
、
両

人
共
ニ
白
帷
子
を
着
、毛
氈
を
敷
、致
自
害
候
躰
ニ
而
打
臥

罷
在
、右
場
所
ニ
剃
刀
一
挺
落
有
之
候
付
、其
段
藤
三
郎

役
所
へ
訴
出
、
同
人
手
代
両
人
為
見
届
罷
越
候
処
、
僧

者
相
果
、
俗
者
手
疵
浅
存
命
罷
在
候
、
此
外
之
儀
者
吟
味

之
上
承
候
旨
申
之
、
市
郎
左
衛
門
・
清
兵
衛
・
仁
兵
衛

共
不
埒
之
筋
無
御
座
候�

�

右
一
件
柴
村
藤
三
郎
ゟ
私
方
へ
受
取
候
ニ
付
、
先
達
而

申
上
候
通
、
為
見
届
私
組
同
心
差
遣
候
処
、
祖
淳
咽
右

之
方
ニ
長
三
寸
余
之
切
疵
壱
ヶ
所
有
之
相
果
、
金
次
之

咽
左
之
方
ニ
弐
寸
程
之
切
疵
壱
ヶ
所
有
之
候
処
、
本
道

岡
休
伯
、
外
科
豊
嶋
道
悦
相
懸
為
致
療
治
候
処
、
疵
所

平
癒
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
府
伝
馬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
雲
院
住
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
　
　
那

�

寅
四
十
八
歳

此
禅
那
儀
、
下
男
金
次
を
雇
置
候
段
申
立
候
得
共
、
去
丑

年
茂
重
年
申
付
候
儀
候
ハ
ヽ
人
主
請
人
相
立
、
請
状
取
置

可
申
処
、
無
其
儀
召
仕
候
段
、
不
行
届
取
計
不
念
之
至
ニ

御
座
候
間
、
急
度
叱
り
置
候
様
可
仕
候
哉

右
之
者
相
尋
候
処
、
去
々
子
年
召
仕
之
下
男
暇
遣
候
ニ
付
、
右

代
召
抱
度
兼
而
致
出
入
候
伝
馬
町
小
平
次
母
さ
ん
江
奉
公
人
口

入
之
儀
頼
置
候
処
、
同
年
十
月
朔
日
さ
ん
儀
金
次
を
召
連
参
、

召
抱
申
間
敷
哉
之
旨
申
聞
候
ニ
付
、
身
元
等
承
糺
候
処
、
遠
国

者
之
由
申
候
間
、
先
当
分
雇
置
召
仕
候
処
、
実
躰
ニ
相
勤
候
ニ



三
七

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

付
、
請
人
人
主
等
者
無
之
候
得
共
、
去
丑
年
茂
重
年
申
付
差
置

候
処
、
同
年
八
月
廿
二
日
金
次
儀
生
国
之
者
丸
子
宿
ニ
致
止
宿

候
ニ
付
、
罷
越
致
対
面
度
旨
申
聞
候
間
、
差
遣
候
処
、
翌
日
も

不
罷
帰
候
ニ
付
、
其
段
さ
ん
方
へ
も
申
遣
候
、
所
々
相
尋
候
内
、

同
月
廿
七
日
南
安
東
村
内
三
之
御
斎
社
地
ニ
而
宝
泰
寺
学
寮
へ

相
勤
候
祖
淳
与
金
次
義
致
相
対
候
処
、
祖
淳
者
相
果
、
金
次
者�

仕
損
存
命
罷
在
、
衆
道
ニ
而
双
方
申
合
、
右
及
始
末
候
段
者
吟�

味
之
上
承
候
旨
、
右
ニ
付
疑
敷
儀
者
勿
論
、
其
外
心
当
之
儀
も

無
之
旨
申
之
候
ニ
付
、
金
次
儀
当
分
雇
置
候
段
申
立
候
へ
と
も
、

去
丑
年
も
重
年
申
付
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
人
主
請
人
相
立
、
請
状
取

置
可
申
処
、
無
其
儀
召
仕
候
段
、
不
行
届
取
計
無
念
之
旨
吟
味

請
、
不
調
法
仕
候
旨
申
之
候

　
　（
朱
書
）

　
　 

「�

書
面
之
さ
ん
相
尋
候
処
、
去
々
子
十
月
朔
日
さ
ん
妹
よ

ふ
方
ゟ
金
次
儀
奉
公
望
有
之
候
間
、
致
口
入
遣
呉
候
様

申
越
、
金
次
義
も
同
様
相
頼
候
ニ
付
、
徳
雲
院
江
致
世
話

候
儀
共
、
徳
雲
院
申
口
同
様
申
之
、
尤
金
次
義
同
年
八

月
廿
二
日
徳
雲
院
方
罷
出
不
罷
帰
候
旨
、
徳
雲
院
ゟ
申

越
候
ニ
付
、
所
々
相
尋
候
得
共
、
行
衛
相
知
不
申
候
処
、

同
月
廿
七
日
宝
泰
寺
学
寮
ニ
相
勤
候
祖
淳
与
金
次
義
相

対
死
仕
損
、
祖
淳
者
相
果
、
金
次
者
存
命
ニ
罷
在
候
段
、

吟
味
之
上
承
候
旨
申
之
、
さ
ん
儀
最
初
金
次
を
口
入
い

た
し
候
而
已
ニ
而
右
相
対
死
引
合
候
儀
無
之
、
不
埒
之
筋

無
御
座
候
、�

�

さ
ん
妹
横
内
町
徳
右
衛
門
後
家
よ
ふ
相
尋
候
処
、
金
次

義
関
備
前
守
足
軽
相
勤
候
節
ヨ
リ
知
人
ニ
而
度
々
よ
ふ

方
江
罷
越
候
処
、備
前
守
方
暇
出
候
由
ニ
而
去
々
子
年
十

月
朔
日
よ
ふ
方
江
罷
越
、
奉
公
口
世
話
い
た
し
呉
候
様

相
頼
候
ニ
付
、
姉
さ
ん
方
へ
頼
遣
候
処
、
さ
ん
方
ニ
而
徳�

雲
院
下
男
奉
公
世
話
い
た
し
候
旨
、
且
又
金
次
儀
祖
淳

与
相
対
死
仕
損
候
始
末
者
吟
味
之
上
承
候
旨
申
之
候
、

不
埒
之
筋
無
御
座
候
」

右
吟
味
仕
候
趣
、
書
面
之
通
御
座
候
、
御
仕
置
之
義
黄
紙
下
ヶ

札
を
以
奉
伺
候
、
以
上

　
　
寅
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
切
喜
兵
衛



三
八

　
去
月
廿
三
日
御
渡
被
成
候

　
小
田
切
喜
兵
衛
相
伺
候

　
　
駿
府
伝
馬
町
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院

　
　
召
仕
下
男
金
次
一
件
御
仕
置
之
儀
評
議
仕
候
趣

　
　
申
上
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
定
所
一
座

　
　�

去
月
廿
三
日
御
渡
被
成
候
小
田
切
喜
兵
衛
相
伺
候
駿
府
伝

馬
町
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕
下
男
金
次
一
件
御
仕

置
之
儀
評
議
仕
候
趣
左
之
通
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
府
伝
馬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
雲
院
召
仕
下
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
次

右
之
も
の
儀
、
祖
淳
と
衆
道
ニ
而
相
対
死
申
合
、
祖
淳
者
相
果
候

処
、
此
者
死
損
し
候
上
者
下
手
人
可
申
付
候
哉
、
但
両
人
共
死

骸
取
捨
、
為
弔
申
敷
候
哉
之
段
相
伺
申
候

此
儀
御
定
書
ニ
男
女
申
合
相
果
候
も
の
之
ヶ
条
、
不
義
ニ
而

相
対
死
い
た
し
候
も
の
、
死
骸
取
捨
、
為
弔
申
間
布
候
、

但
、
一
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
、
下
手
人
と
有
之
、
吟
味
書
之
趣

ニ
而
者
自
害
可
致
段
、
祖
淳
申
出
候
ゟ
此
も
の
も
一
同
相
果

可
申
旨
申
合
、
両
人
共
白
帷
子
ニ
着
替
、
毛
氈
を
敷
、
剃

刀
ニ
而
自
害
い
た
し
、
祖
淳
者
相
果
、
此
も
の
者
死
損
し
候

始
末
、
全
く
相
対
死
ニ
無
相
違
、
外
怪
敷
儀
も
相
聞
不
申

候
間
、
差
当
例
も
相
見
不
申
候
得
共
、
相
対
死
ニ
男
女
之
差

別
有
御
座
間
敷
候
間
、
伺
之
通
下
手
人
申
付
、
両
人
之
死

骸
取
捨
為
弔
申
間
敷
旨
、
被
仰
渡
可
然
哉
ニ
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

駿
府
伝
馬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

徳
雲
院
住
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
　
　
那

右
之
も
の
儀
、
下
男
金
次
者
雇
置
候
段
申
立
候
得
共
、
去
丑
年

も
重
年
申
付
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
人
主
請
人
相
立
、
請
状
取
置
可
申

処
、
無
其
儀
召
仕
候
段
、
不
行
届
取
計
無
念
之
至
ニ
御
座
候
間
、

急
度
叱
り
置
候
様
可
仕
候
哉
之
段
、
相
伺
申
候

此
儀
不
知
迄
ニ
御
座
候
間
、
伺
之
通
急
度
叱
り
置
可
申
旨

被
仰
渡
可
然
哉
ニ
奉
存
候



三
九

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

右
評
議
仕
候
趣
、
書
面
之
通
御
座
候
、
御
渡
被
成
候
帳
面
壱
冊

返
上
仕
候
、
以
上

　
　
寅
六
月

　
　「

帳
上
　
　
例
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
大
隅
守
　
」

　
　
　
　
　
牧
野
大
隅
守
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
無
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
　
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
よ

右
権
助
・
さ
よ
儀
、
武
家
致
奉
公
罷
在
候
内
致
不
儀マ

マ

、
権
助
病

気
ニ
付
暇
出
、
請
人
江
引
渡
シ
相
成
候
間
、
さ
よ
勤
居
候
存
寄

無
之
、
相
対
死
可
致
旨
申
合
、
所
々
立
廻
り
罷
在
候
、
当
六
月

五
日
夜
下
谷
新
寺
町
江
参
候
処
、
人
通
り
も
無
之
候
ニ
付
、
右

場
所
ニ
而
相
対
死
申
合
、
さ
よ
儀
先
江
自
害
可
致
よ
し
申
、
所�

持
致
し
参
候
剃
刀
を
以
咽
江
疵
付
候
処
、
仕
損
候
ニ
付
、
権
助

儀
さ
よ
を
致
殺
害
、
可
致
自
滅
与
剃
刀
も
き
取
候
砌
、
被
見
咎

候
儀
之
旨
申
之
、
い
つ
れ
も
相
対
死
申
合
、
右
及
始
末
候
段
、

不
届
之
至
ニ
付
、
板
倉
佐
渡
守（

11
（

殿
依
御
差
図
、
さ
よ
儀
三
日
晒

其マ
マ

上
非
人
手
下
ニ
申
付

　
　（
朱
書
）

　
　 

「�

但
、
右
権
助
儀
、
存
命
ニ
候
得
者
三
日
晒
之
上
非
人
手
下

ニ
可
申
付
者
ニ
候
得
共
、
致
病
死
候
ニ
付
、
右
御
仕
置
之

儀
一
件
之
者
へ
申
聞
」

　
安
永
八
亥
年
十
一
月
二
日
落
着

袋
上

駿
府
伝
馬
町
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕
下
男
金
次

御
仕
置
之
儀
評
議
ニ
付
牧
野
大
隅
守
差
越
候
例
書

　
　
　
　
　
阿
部
備
中
守
様

　
　
　
　
　
戸
田
因
幡
守
様
　
　
　
六
月
十
一
日

　
　
　
　
　
井
上
河
内
守
様
　
　
　
　
　
桑
原
伊
予
守



四
〇

　
　
　
　
　
安
藤
対
馬
守
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廻
シ

　
　
　
　
　
牧
野
豊
前
守
様
　
　
　
　
　

山
村
信
濃
守

　
　
　
　
　
曲
渕
甲
斐
守
様

　
　 

「

帳
上
　
　
例
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
大
隅
守
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
越
前
守
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
吉
原
京
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
左
衛
門
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
郎
右
衛
門
抱
遊
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花 
の 

井

（
朱
書
）

 

「�

松
平
右
近
将
監
殿
御
差
図
」

此
者
儀
、
本
材
木
町
三
丁
目
源
七
店
清
七
方
ニ
居
候
傳
十
郎

与
相
対
死
申
合
候
処
、
仕
損
、
傳
十
郎
儀
者
大
疵
ニ
而
相
果
、

此
者
儀
者
疵
致
快
気
、
傳
十
郎
儀
此
者
咽
を
突
候
後
、
及
自

害
ニ
即
死
者
不
致
、
右
疵
ニ
而
相
果
候
得
共
、
傳
十
郎
江
此
者

疵
付
候
儀
ニ
者
無
之
候
間
、
於
日
本
橋
三
日
晒
之
上
非
人
手

下
ニ
申
付
之

　
　
宝
暦
八
寅
年
四
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
屋
越
前
守
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
国
寺
門
前
桜
木
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傳
兵
衛
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
兵
衛
養
娘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
く

（
朱
書
）

 

「�

西
尾
隠
岐
守
（
11
（

殿
御
指
図
」

右
之
も
の
儀
、
当
六
月
六
日
小
日
向
茗
荷
谷
町
次
郎
兵
衛
店

喜
兵
衛
忰
欠
落
丹
治
与
相
対
死
申
合
候
処
、
仕
損
、
丹
治
義

者
大
疵
ニ
而
相
果
、
此
者
儀
者
疵
平
癒
い
た
し
、
丹
治
義
此
者

咽
を
突
候
後
、
及
自
害
即
死
者
不
致
候
得
と
も
、
右
疵
ニ
而
相

果
候
、
丹
治
江
此
も（

朱
書
（「
儀
」

の
疵
付
候
儀
者
無
之
ニ
付
、
於
日
本
橋
三

日
晒
之
上
非
人
手
下
申
付
之

　
　
　
宝
暦
九
卯
年
七
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
大
隅
守
懸



四
一

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
和
泉
町
忠
次
郎
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
七
方
居
「（
朱
書
（

候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
吉
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥 

兵 

衛

（
朱
書
）

 

「
松
平
右
近
将
監
殿
御
差
図
」

此
も
の
儀
、
去
申
八
月
以
来
新
吉
原
江
戸
町
壱
丁
目
甚
助
店

遊
女
屋
幸
右
衛
門
抱
遊
女
か
つ
ら
め
を
買
揚
、
相
対
死
申
合
、

同
人
所
持
之
小
刀
を
以
突
殺
候
段
、
不
届
至
極
ニ
付
、
下
手

人
ニ
申
付
之

　
　
　
安
永
六
酉
年
八
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
大
隅
守
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
川
伊
沢
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
兵
衛
店
庄
八
忰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三 

四 
郎

（
朱
書
）

 

「
松
平
右
京
大
夫
殿
御
差
図
」

右
者
儀
、
当
二
月
下
旬
ゟ
新
吉
原
江
戸
町
弐
丁
目
長
次
郎
店

遊
女
屋
与
八
抱
九
重
を
度
々
買
上
、
所
持
之
衣
類
幷
家
業
ニ

い
た
し
候
三
味
線
等
迄
質
入
い
た
し
遣
捨
候
付
、
渡
世
難
相

成
、
其
上
親
庄
八
幷
妻
と
よ
江
対
し
申
訳
無
之
、
九
重
与
相
対

死
申
合
、
同
三
月
廿
一
日
朝
九
重
所
持
之
合
口
を
以
同
人
突

殺
、
自
害
仕
損
候
始
末
不
届
之
至
ニ
付
、
下
手
人
申
付
之

　
　
　
安
永
六
酉
年
九
月
六
日

（
中
略
）

一
寅
七
月
四
日
因
幡
守
ヨ
リ
到
来
、
同
七
日
対
馬
守
へ
順
達

　
　 

「
小
田
切
喜
兵
衛
相
伺
候

　
　
　
駿
府
伝
馬
町
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕

袋
上
　
下
男
金
次
一
件
御
仕
置
之
儀
評
議
仕
候
趣
申
上
候
書
付

�

山
村
信
濃
守
」

　
　
　
　
　
阿
部
備
中
守
様

　
　
　
　
　
曲
渕
甲
斐
守
様

　
　（
表
紙
）

　
　「（
朱
書
）

　
　
　「
寅
六
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
中
守

　
　
　
　
　
　
大
和
守
殿
江
　
甲
斐
守
　
立
合
下
り
物
相
添
御
直
ニ
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
濃
守

　
　
　
去
月
廿
三
日
御
渡
被
成
候



四
二

帳
上
　
小
田
切
喜
兵
衛
相
伺
候

　
　
　
駿
府
伝
馬
町
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕

　
　
　
下
男
金
次
一
件
御
仕
置
之
儀
評
議
仕
候
趣
申
上
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
定
所
一
座
」

去
月
廿
三
日
御
渡
被
成
候
小
田
切
喜
兵
衛
相
伺
候
駿
府
伝

馬
町
禅
宗
泰
宝
寺
塔
頭
徳
雲
院
召
仕
下
男
金
次
一
件
御
仕

置
之
儀
評
議
仕
候
趣
左
之
通
り
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
府
伝
馬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
雲
院
召
仕
下
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
次

右
之
も
の
儀
、
祖
淳
与
衆
道
ニ
而
相
対
死
申
合
、
祖
淳
者
相
果
候

処
、
此
も
の
死
損
し
候
上
者
下
手
人
可
申
付
候
哉
、
但
両
人
之

死
骸
取
捨
、
為
弔
申
敷
候
哉
之
段
相
伺
申
候

此
儀
御
定
書
ニ
男
女
申
合
相
果
候
も
の
之
ヶ
条
ニ
、
不
儀マ

マ
ニ�

而
相
対
死
い
た
し
候
も
の
、
死
骸
取
捨
、
為
弔
申
間
敷
候
、

但
、
一
方
存
命
ニ
候
ハ
ヽ
下
手
人
与
有
之
、
吟
味
書
之
趣

ニ
而
者
自
害
可
致
段
、
祖
淳
申
出
候
よ
り
此
も
の
も
一
同
相

果
可
申
与
申
合
、
両
人
共
白
帷
子
ニ
着
替
、
毛
氈
を
敷
、
剃

刀
ニ
而
自
害
い
た
し
、
祖
淳
者
相
果
、
此
も
の
者
死
損
し
候

始
末
、
全
く
相
対
死
ニ
無
相
違
、
外
怪
敷
義
も
相
聞
不
申
候

間
、差
当
例
ハ
相
見
不
申
候
得
共
、相
対
死
ニ
男
女
之
差
別

者
有
御
座
間
敷
候
間
、伺
之
通
下
手
人
申
付
、両
人
死
骸
取

捨
為
弔
申
間
敷
旨
、
被
仰
渡
可
然
哉
ニ
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駿
府
伝
馬
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
宗
宝
泰
寺
塔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
雲
院
住
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
　
　
那

右
之
も
の
儀
、
下
男
金
次
者
雇
置
候
段
申
立
候
得
と
も
、
去
丑

年
も
重
年
申
付
候
儀
ニ
候
ハ
ヽ
人
主
請
人
相
立
、
請
状
取
置
可

申
処
、
無
其
儀
召
仕
候
段
、
不
行
届
取
計
無
念
之
至
御
座
候
間
、

急
度
叱
り
置
候
様
可
仕
候
哉
之
段
、
相
伺
申
候

此
儀
不
知
迄
ニ
御
座
候
間
、
伺
之
通
急
度
叱
り
置
可
申
旨

被
仰
渡
可
然
哉
ニ
奉
存
候

右
評
議
仕
候
趣
、
書
面
之
通
御
座
候
、
御
渡
被
成
候
帳
面
壱
冊

返
上
仕
候
、
以
上

　
　
寅
六
月



四
三

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

裁
判
例
4
　
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
茶
立
奉
公
人
み
き
と

日
雇
い
安
兵
衛
の
心
中
事
件
（「
文
化
十
四
丑
年
従
正
月
至
三
月
大
坂

御
仕
置
伺
留
」『
大
坂
都
督
所
務
類
纂
』
第
二
〇
冊
所
収
）

　（
表
紙
）

　 

「
　
　
相
対
死
之
躰
ニ
而
男
相
果
女
存
命
ニ
罷
在
候

　
　
一
件
吟
味
伺
書

　
　
　
書
面
伺
之
通
御
仕
置
可
申
付
旨
御
附
札
を
以
被
仰
渡
承
知
仕
候

　
　
　
　
　
丑
三
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　（
朱
書
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
坂
和
泉
守（

12
（

　
　
　
　
　
　
　「
二
十
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

当
正
月
十
日
夜
、
岸
本
武
十
郎
御
代
官
所
摂
州
難
波
村
千

日
於
墓
所
ニ
男
女
相
対
死
之
躰
ニ
而
男
者
首
縊
相
果
、
女
者

存
命
罷
在
、
武
十
郎
手
代
罷
越
見
分
之
上
、
右
両
人
共
三

郷
町
内
之
も
の
ニ
付
一
件
差
出
候
間
、
吟
味
仕
候
趣
、
左

之
通
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
伏
見
坂
町

（
附
札
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�

伏
見
屋
善
兵
衛
抱
茶
立
奉
公
人

 

此
み
き
儀
伺
之
通
　
　
所
預
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
き

　
急
度
叱
り
置
可
被
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丑
拾
九
歳

　
申
候

（
黄
紙
下
ケ
札
）

此
み
き
儀
、
致
奉
公
候
身
分
ニ
而
猥
ニ
安
兵
衛
与
密
通
之
上

同
人
ニ
随
ひ
致
欠
落
、
既
相
対
死
之
儀
安
兵
衛
申
勧
候
儀

及
断
候
得
共
、
不
聞
入
抱
帯
ニ
而
理
不
尽
ニ
而
此
も
の
咽
喉

を
〆
、
暫
致
悶
絶
候
儀
ニ
而
、
相
対
死
を
致
得
心
候
儀
ニ
者

無
之
与
之
申
披
者
、
安
兵
衛
相
果
片
口
之
儀
難
取
用
紛
敷

相
聞
候
得
共
、
同
人
雇
主
幷
親
類
共
ゟ
も
安
兵
衛
理
不
尽

之
仕
方
与
存
、
此
も
の
江
対
シ
無
申
分
旨
申
之
候
間
、
急
度

叱
り
置
可
申
候
哉

　
　（
紺
書
）

　
　
　
　
　
　「
例

享
和
二
戌
年
三
月
稲
葉
丹
後
守（

12
（

差
図
　
　
水
野
若
狭
守（

12
（

懸

一
相
対
死
之
躰
ニ
而
男
相
果
女
存
命
ニ
罷
在
候
一
件
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
堺
町
堺
屋
藤
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
屋
喜
八
抱
茶
立
奉
公
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
さ

右
あ
さ
儀
、
相
対
死
可
致
旨
申
合
候
儀
ニ
者
無
之
旨
申
立
候

得
共
、
和
七
相
果
候
上
者
片
口
之
儀
難
取
用
、
奉
公
相
勤
候



四
四

身
柄
ニ
而
及
密
通
、
欠
落
可
致
旨
申
合
、
難
波
村
迄
付
添
罷

越
、
品
々
始
末
紛
敷
相
聞
候
得
共
、
和
七
親
類
共
儀
、
同
人

理
不
尽
之
仕
方
与
存
、
あ
さ
江
対
し
無
申
分
旨
申
之
候
間
、�

非
人
手
下
ニ
可
申
付
候
哉
」

　
　（
朱
書
）

　
　「
差
図

　
　
　
　
　
此
あ
さ
儀
急
度

　
　
　
　
　
叱
り
置
可
被
申
候
」

右
之
も
の
吟
味
仕
候
処
、
本
京
橋
町
丸
屋
巳
之
助
儀
、
主
人

善
兵
衛
懇
意
之
間
柄
ニ
而
、巳
之
助
方
無
人
之
節
者
善
兵
衛
申

付
、
此
も
の
儀
折
々
手
伝
罷
越
候
儀
有
之
候
付
、
去
子
十
一

月
上
旬
之
頃
ゟ
巳
之
助
方
日
雇
安
兵
衛
与
致
密
通
、
当
正
月

十
日
暮
六
ツ
時
頃
此
者
儀
善
兵
衛
方
表
之
間
ニ
罷
在
候
処
、

安
兵
衛
罷
越
内
々
咄
合
度
儀
有
之
間
、
同
人
行
先
迄
参
り
呉

候
様
申
聞
候
付
、
無
何
心
其
儘
同
道
ニ
而
難
波
村
畑
中
迄
罷

越
候
処
、安
兵
衛
儀
何
歟
身
分
不
詰
之
儀
有
之
故
欠
落
候
間
、

此
も
の
も
付
添
参
り
候
様
申
聞
候
付
、
一
旦
ハ
及
断
候
得
共
、

達
而
任
相
頼
無
拠
同
意
い
た
し
、
方
角
不
覚
凡
道
法
弐
里
計

も
罷
越
候
得
共
、
両
人
共
路
用
手
当
等
も
無
之
、
其
上
自
然

追
人
ニ
出
逢
候
ハ
ヽ
弥
身
分
不
詰
之
筋
与
心
付
、
安
兵
衛
江�

申
談
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
一
向
相
対
死
い
た
し
呉
候
様
申
聞
候

付
、
色
々
相
宥
同
人
諸
共
同
夜
八
ツ
時
頃
与
覚
、
前
書
千
日

墓
辺
迄
立
戻
候
処
、
安
兵
衛
儀
此
者
を
右
墓
所
之
内
人
影
無

之
所
江
連
行
、
是
非
共
相
対
死
い
た
し
呉
候
様
申
聞
、
及
断

候
得
共
不
聞
入
、
理
不
尽
此
も
の
之
抱
帯
を
解
、
咽
喉
を
〆

候
付
、
暫
時
悶
絶
い
た
し
不
相
覚
、
無
程
正
気
ニ
相
成
、
安

兵
衛
も
其
場
ニ
不
相
見
候
付
、
可
逃
帰
与
立
掛
候
得
共
、
取

昇
歩
行
難
相
成
、
十
方
ニ
暮
罷
在
候
内
、
其
節
者
誰
と
も
不

存
難
波
村
非
人
番
嘉
七
罷
通
候
付
、
右
之
段
申
聞
候
処
、
無

程
煙
亡
幷
所
之
も
の
、
善
兵
衛
・
巳
之
助
□
追
々
ニ
駈
付
、
介

抱
受
、
安
兵
衛
儀
者
辺
ニ
而
首
縊
相
果
罷
在
、
驚
入
候
儀
之
由

申
之
候
付
、

　（
朱
書
）

　 
「�
書
面
非
人
番
嘉
七
相
糺
候
処
、
申
口
符
合
仕
、
其
節
み
き

ゟ
右
之
次
第
承
り
、
且
辺
ニ
安
兵
衛
首
縊
相
果
罷
在
候
付
、

驚
入
早
速
右
墓
所
煙
亡
幷
所
之
者
等
江
為
相
知
候
儀
之
由



四
五

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

申
之
候
付
、
右
煙
亡
幷
所
之
も
の
相
糺
候
処
、
是
又
申
口

同
事
ニ
而
早
速
善
兵
衛
・
巳
之
助
江
為
相
知
、
武
十
郎
方
江

も
訴
出
候
儀
之
段
申
之
、
一
同
不
束
之
筋
相
聞
不
申
候
」

右
躰
安
兵
衛
ニ
随
ひ
欠
落
い
た
し
同
道
ニ
而
千
日
墓
所
江
罷

越
、
安
兵
衛
儀
者
首
縊
相
果
、
此
も
の
も
一
旦
咽
喉
を
被
〆

候
上
者
、
安
兵
衛
理
不
尽
与
之
申
披
者
片
口
之
儀
ニ
付
、
難�

取
用
、
実
者
最
初
ゟ
安
兵
衛
与
相
対
死
可
致
与
申
合
罷
越
、�

互
ニ
右
之
及
仕
儀
候
得
共
、
不
図
此
も
の
計
致
存
命
候
付
、

今
更
未
練
之
心
底
差
発
申
偽
候
儀
ニ
可
有
之
間
、
有
躰
可
申

立
旨
察
度
申
聞
、
再
応
吟
味
仕
候
処
、
曾
而
左
様
之
儀
無
之

段
申
之
候
得
共
、
右
始
末
不
埒
之
旨
吟
味
詰
候
処
、
無
申
披

由
申
之
候
、

　（
朱
書
）

　 

「�

書
面
善
兵
衛
・
巳
之
助
相
糺
候
処
、
み
き
申
口
幷
前
書
煙

亡
且
難
波
村
所
之
者
共
申
立
共
符
合
仕
、
巳
之
助
方
無
人

之
節
、
折
々
み
き
手
伝
ニ
差
遣
候
儀
有
之
候
得
共
、
同
人

安
兵
衛
致
密
通
居
候
儀
ハ
、
善
兵
衛
・
巳
之
助
共
曾
而
不

存
、
当
正
月
十
日
暮
六
ツ
時
過
よ
り
安
兵
衛
・
み
き
と
も

不
相
見
、
銘
々
心
当
之
方
所
々
相
尋
居
候
内
、
右
之
次
第

承
り
驚
入
、
早
速
駈
付
候
儀
之
段
申
之
、
両
人
共
不
束
之

筋
相
聞
江
不
申
候
、
且
又
安
兵
衛
姉
南
本
町
三
丁
目
和
泉

屋
喜
八
女
房
せ
い
幷
弟
本
町
三
丁
目
信
濃
屋
宇
兵
衛
下
人

辰
蔵
を
も
相
糺
候
処
、安
兵
衛
両
親
共
先
達
而
相
果
、
右
両

人
之
外
諸
親
類
無
之
、
尤
安
兵
衛
儀
者
六
年
以
前
申
年
一

旦
欠
落
之
上
、
其
後
所
々
日
雇
働
い
た
し
居
候
由
及
承
候

得
共
、
兼
而
不
行
跡
も
の
ニ
付
、
右
欠
落
後
者
せ
い
幷
辰
蔵

儀
も
せ
い
ゟ
申
付
、
相
互
不
致
音
信
儀
ニ
而
全
此
度
み
き

申
口
之
趣
ニ
も
不
審
之
筋
無
之
、
安
兵
衛
不
行
跡
ゟ
事
発

理
不
尽
之
仕
方
与
存
、
み
き
江
対
シ
聊
申
分
無
之
旨
、
雇
主

巳
之
助
と
も
同
様
申
立
、
勿
論
右
場
所
之
様
子
最
初
武
十

郎
手
代
罷
越
候
節
、
見
分
之
趣
も
申
聞
候
得
共
、
猶
又
再

検
使
と
し
て
同
役
幷
私
両
組
同
心
差
遣
為
改
候
処
、
安
兵

衛
儀
右
墓
所
建
物
之
梁
木
よ
り
帯
を
結
下
、
首
縊
果
罷
在
、

惣
身
無
疵
全
自
滅
ニ
無
相
違
相
見
、
み
き
儀
者
咽
喉
ゟ
面

躰
江
掛
ケ
色
変
腫
レ
有
之
迄
ニ
而
、縊
目
之
跡
其
外
疵
等
無

之
旨
申
聞
候
付
、
落
着
之
節
右
安
兵
衛
死
骸
者
取
捨
候
様



四
六

可
申
渡
与
奉
存
候
」

右
吟
味
仕
候
趣
、
書
面
之
通
御
座
候
、
御
仕
置
之
儀
黄
紙
下
ケ

札
を
以
相
伺
申
候
、
以
上

　
　
丑
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彦
坂
和
泉
守

〔
史
料
注
〕

（
1
）�

寺
社
奉
行
土
岐
美
濃
守
定
継
　
明
和
元
年
八
月
二
十
六
日
若
年

寄
ヨ
リ
、
天
明
元
年
五
月
十
一
日
大
坂
御
城
代

（
2
）�

寺
社
奉
行
松
平
伊
賀
守
忠
順
　
明
和
元
年
六
月
二
十
一
日
所
司

代
ヨ
リ
、
兼
天
明
元
年
五
月
十
一
日
若
年
寄

（
3
）�

老
中
松
平
周
防
守
康
福
　
宝
暦
十
二
年
十
二
月
九
日
大
坂
御
城

代
ヨ
リ
、（
中
略
）
天
明
八
年
四
月
三
日
御
役
御
免

（
4
）�

町
奉
行
依
田
豊
前
守
政
次
　
宝
暦
三
年
四
月
七
日
御
作
事
奉
行

ヨ
リ
、（
中
略
）
明
和
六
年
八
月
十
五
日
大
目
付

（
5
）�

大
坂
城
代
松
平
和
泉
守
乗
祐
　
明
和
元
年
六
月
二
十
一
日
寺
社

奉
行
ヨ
リ
、
被
任
四
品
同
六
年
九
月
四
日
卒

（
6
）�

老
中
松
平
右
京
大
夫
輝
高
　
宝
暦
八
年
十
月
十
八
日
所
司
代
ヨ

リ
、（
中
略
）
天
明
元
年
九
月
二
十
六
日
卒

（
7
）�

町
奉
行
土
屋
越
前
守
正
方
　
宝
暦
三
年
十
二
月
二
十
四
日
京
都

町
奉
行
ヨ
リ
、（
中
略
）
明
和
五
年
五
月
十
九
日
卒

（
8
）�

勘
定
奉
行
安
藤
弾
正
少
弼
雄
要
〔
惟
〕　
宝
暦
十
一
年
九
月
七
日

御
作
事
奉
行
ヨ
リ
、（
中
略
）
天
明
二
年
十
一
月
朔
日
大
目
付

（
9
）�

大
坂
町
奉
行
鵜
殿
出
雲
守
長
逵
　
宝
暦
十
二
年
二
月
十
五
日
御

目
付
ヨ
リ
、
明
和
五
年
三
月
十
六
日
辞

（
10
）�

堺
奉
行
坂
部
土
佐
守
明
之
　
宝
暦
十
年
八
月
六
日
御
先
手
ヨ
リ
、

明
和
九
年
四
月
廿
八
日
御
持
頭

（
11
）�

老
中
松
平
左
近
将
監
武
元
　
延
享
三
年
五
月
十
五
日
寺
社
奉
行

ヨ
リ
、（
中
略
）
安
永
八
年
七
月
廿
九
日
卒

（
12
）�

老
中
阿
部
伊
予
守
正
右
　
宝
暦
十
四
年
五
月
朔
日
所
司
代
ヨ
リ
、

（
中
略
）
明
和
六
年
七
月
十
二
日
卒

（
13
）�

寺
社
奉
行
戸
田
因
幡
守
忠
寛
　
安
永
五
年
六
月
五
日
西
丸
若
年

寄
ヨ
リ
、
天
明
二
年
九
月
十
日
大
坂
城
代

（
14
）�

寺
社
奉
行
安
藤
対
馬
守
信
明
〔
成
〕　
天
明
元
年
閏
五
月
十
一
日

加
判
列
ヨ
リ
、
同
四
年
四
月
十
五
日
若
年
寄

（
15
）�

寺
社
奉
行
阿
部
備
中
守
正
綸
〔
倫
〕　
安
永
六
年
九
月
十
五
日
ヨ

リ
、（
中
略
）
天
明
七
年
三
月
七
日
加
判
列

（
16
）�

寺
社
奉
行
井
上
河
内
守
正
定
　
天
明
元
年
閏
五
月
十
一
日
加
判

列
ヨ
リ
、
同
六
年
二
月
　
日
卒

（
17
）�

寺
社
奉
行
牧
野
豊
前
守
惟
成
　
安
永
六
年
九
月
十
五
日
御
奏
者

番
ヨ
リ
、
天
明
三
年
卒

（
18
）�

町
奉
行
牧
野
大
隅
守
成
賢
　
明
和
五
年
五
月
廿
六
日
御
作
事
ヨ

リ
、
天
明
四
年
三
月
十
二
日
大
目
付

（
19
）�

町
奉
行
曲
渕
甲
斐
守
景
漸
　
明
和
六
年
八
月
十
五
日
大
坂
町
奉

行
ヨ
リ
、
天
明
七
年
六
月
朔
日
西
丸
御
留
守
居

（
20
）�

勘
定
奉
行
桑
原
伊
予
守
成
貞
〔
盛
員
〕　
安
永
五
年
七
月
八
日
　

御
作
事
ヨ
リ
、
公
事
方
　
天
明
五
年
十
一
月
御
勝
手
方
　（
中

略
）　
同
八
年
十
一
月
十
五
日
大
目
付

（
21
）�
勘
定
奉
行
山
村
信
濃
守
良
旺
　
安
永
六
年
閏
七
月
五
日
京
都
町

奉
行
ヨ
リ
、
公
事
方
　
天
明
四
年
三
月
十
三
日
町
奉
行

（
22
）�
老
中
久
世
大
和
守
廣
明
　
天
明
元
年
閏
五
月
十
一
日
所
司
代
ヨ



四
七

江
戸
時
代
の
心
中
と
裁
判

リ
、（
中
略
）
同
五
年
正
月
廿
四
日
卒

（
23
）�

老
中
板
倉
佐
渡
守
勝
清
　
明
和
四
年
七
月
朔
日
御
側
用
人
ヨ
リ
、

（
中
略
）
安
永
九
年
六
月
廿
八
日
卒

（
24
）�
老
中
西
尾
隠
岐
守
忠
直
〔
尚
〕　
延
享
二
年
九
月
朔
日
若
年
寄
ヨ

リ
、（
中
略
）
寛
延
十
年
三
月
十
日
卒

（
25
）�

大
坂
町
奉
行
彦
坂
和
泉
守
紹
芳
　
文
化
十
三
年
五
月
朔
日
御
目

付
ヨ
リ
、
文
政
三
年
十
月
十
七
日
御
簱
奉
行

（
26
）�

大
坂
城
代
稲
葉
丹
後
守
正
諶
　
享
和
二
年
十
月
十
九
日
御
奏
者

番
ヨ
リ
、
同
四
年
正
月
廿
三
日
所
司
代

（
27
）�

大
坂
町
奉
行
水
野
若
狭
守
忠
道
　
寛
政
十
年
三
月
廿
一
日
日
光

奉
行
ヨ
リ
、
文
化
三
年
八
月
十
二
日
小
普
請
奉
行

　
　�（
以
上
、『
大
日
本
近
世
史
料
』
所
収
「
柳
営
補
任
」
を
参
照
し
た
。）
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